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平成20年第１回太子町議会定例会（第411回町議会）会議録（第６日） 

平成20年３月26日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 諸般の報告 

２ 議案第10号 太子町情報公開及び個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定 

        について 

３ 議案第11号 太子町手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

        （以上２件、総務常任委員会委員長報告） 

４ 議案第12号 太子町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について 

５ 議案第13号 太子町在宅老人介護手当支給条例を廃止する条例の制定について 

６ 議案第14号 太子町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

７ 議案第15号 太子町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定につい 

        て 

８ 議案第16号 太子町後期高齢者医療に関する条例の制定について 

９ 議案第17号 太子町立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

10 議案第28号 重度心身障害者介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

11 議案第29号 太子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

        （以上８件、福祉文教常任委員会委員長報告） 

12 議案第９号 町道路線の認定について 

        （経済建設常任委員会委員長報告） 

13 議案第19号 平成20年度兵庫県太子町一般会計予算 

        （平成20年度一般会計予算委員会委員長報告） 

14 議案第20号 平成20年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計予算 

15 議案第21号 平成20年度兵庫県太子町介護保険特別会計予算 

16 議案第22号 平成20年度兵庫県太子町老人保健特別会計予算 

17 議案第23号 平成20年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計予算 

18 議案第24号 平成20年度兵庫県太子町墓園事業特別会計予算 

        （以上５件、福祉文教常任委員会委員長報告） 

19 議案第25号 平成20年度兵庫県太子町下水道事業特別会計予算 

20 議案第26号 平成20年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計予算 

21 議案第27号 平成20年度兵庫県太子町水道事業会計予算 

        （以上３件、経済建設常任委員会委員長報告） 

22 議案第30号 太子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

23 議案第31号 平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

24 意見書案第２号 割賦販売法の改正を求める意見書の提出について 

25 常任委員会等の閉会中の所管事務調査及び活動について 

                本日の会議に付した事件 

１ 諸般の報告 

２ 議案第10号 太子町情報公開及び個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定 

        について 

３ 議案第11号 太子町手数料条例の一部を改正する条例の制定について 
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        （以上２件、総務常任委員会委員長報告） 

４ 議案第12号 太子町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について 

５ 議案第13号 太子町在宅老人介護手当支給条例を廃止する条例の制定について 

６ 議案第14号 太子町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

７ 議案第15号 太子町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定につい 

        て 

８ 議案第16号 太子町後期高齢者医療に関する条例の制定について 

９ 議案第17号 太子町立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

10 議案第28号 重度心身障害者介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

11 議案第29号 太子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

        （以上８件、福祉文教常任委員会委員長報告） 

12 議案第９号 町道路線の認定について 

        （経済建設常任委員会委員長報告） 

13 議案第19号 平成20年度兵庫県太子町一般会計予算 

        （平成20年度一般会計予算委員会委員長報告） 

追加日程第１ 議案の第19号 平成20年度兵庫県太子町一般会計予算に対する修正動議 

14 議案第20号 平成20年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計予算 

15 議案第21号 平成20年度兵庫県太子町介護保険特別会計予算 

16 議案第22号 平成20年度兵庫県太子町老人保健特別会計予算 

17 議案第23号 平成20年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計予算 

18 議案第24号 平成20年度兵庫県太子町墓園事業特別会計予算 

        （以上５件、福祉文教常任委員会委員長報告） 

19 議案第25号 平成20年度兵庫県太子町下水道事業特別会計予算 

20 議案第26号 平成20年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計予算 

21 議案第27号 平成20年度兵庫県太子町水道事業会計予算 

        （以上３件、経済建設常任委員会委員長報告） 

22 議案第30号 太子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

23 議案第31号 平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

24 意見書案第２号 割賦販売法の改正を求める意見書の提出について 

追加日程第２ 意見書案第３号 後期高齢者医療制度の中止・廃止を求める意見書の提出につい 

               て 

25 常任委員会等の閉会中の所管事務調査及び活動について 

会議に出席した議員        

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   上 山 隆 弘 

  ５番   服 部 千 秋         ６番   長谷川 原 司 

  ７番   井 村 淳 子         ８番   中 井 政 喜 

  ９番   嶋 澤 達 也        １０番   花 畑 奈知子 

 １１番   熊 谷 直 行        １２番   上 田 富 夫 

 １３番   村 田 興 亞        １４番   桜 井 公 晴 

 １５番   橋 本 恭 子        １６番   北 川 嘉 明 

会議に欠席した議員 
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   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  山 本 修 三     書     記  木 村 和 義 

 書     記  藤 井 仁 美 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  圓 尾 哲 一     総 務 部 長  佐々木 正 人 

 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  冨 岡 慎 一 

 教 育 次 長  塚 原 二 良     財 政 課 長  香 田 大 然 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前10時00分） 

○議長（北川嘉明） おはようございます。 

 平成20年第１回太子町議会定例会第６日目

におそろいでご出席いただきありがとうござ

います。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成20年第

１回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 諸般の報告 

○議長（北川嘉明） 日程第１、諸般の報告

を行います。 

 まず、本日町長から議案２件が提出されま

した。したがって、議案はその件名一覧表を

つけてお手許に配っておきましたからご了承

願います。 

 次に、監査委員から地方自治法第235条の

２の規定に基づき、平成19年度１月分の例月

出納検査報告書が提出されました。したがっ

て、その写しをお手許に配っておきましたか

らご了承願います。 

 次に、事務組合議会議員から組合議会の報

告書が提出されましたが、既に配付済みです

のでご了承願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第１０号 太子町情報公 

       開及び個人情報の保護に関す 

       る条例の一部を改正する条例 

       の制定について 

  日程第３ 議案第１１号 太子町手数料 

       条例の一部を改正する条例の 

       制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第２、議案第10号

太子町情報公開及び個人情報の保護に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてと

日程第３、議案第11号太子町手数料条例の一

部を改正する条例の制定についてを一括議題

とします。 

 上程中の議案については、所管の総務常任

委員会に付託して、休会中にご審査いただい

ておりますので、これから上程中の議案に対

する委員会の審査報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長服部千秋議員。 

○服部千秋議員 委員会審査報告書を読み上

げ、報告とさせていただきます。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案

10号。付託年月日、平成20年３月４日。件

名、太子町情報公開及び個人情報の保護に関

する条例の一部を改正する条例の制定につい

て。審査結果、可決すべきもの。少数意見の

留保、なし。２、審査年月日、平成20年３月

12日（水）午前10時０分から午後５時15分。

３、審査経過及び結果、(1)審査経過は別紙

のとおり。(2)審査結果は全員賛成により可

決すべきものと決した。 
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 また、特に審査意見として、全員一致によ

り次の審査意見をつけることにした。町当局

は独自の研究すべきことについて電子申請、

証明書等の交付申請等を課の垣根を取り払い

他市町に先駆けて研究し取り入れること。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

11号。付託年月日、平成20年３月４日。件

名、太子町手数料条例の一部を改正する条例

の制定について。審査結果、可決すべきも

の。少数意見の留保、なし。２、審査年月

日、平成20年３月12日（水）午前10時０分か

ら午後５時15分。３、審査経過及び結果、

(1)審査経過は別紙のとおり。(2)審査結果は

全員賛成により可決すべきものと決した。 

 また、特に審査意見として、全員一致によ

り次の審査意見をつけ加えることにした。町

当局は独自に研究すべきことについて電子申

請、証明書等の交付申請等を課の垣根を取り

払い他市町に先駆けて研究し取り入れるこ

と。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 以上で総務常任委員会

委員長服部千秋議員の報告は終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑、討論、

採決を行います。 

 方法については、議事の都合によって１議

案ごとに行います。 

 まず、上程中の議案第10号太子町情報公開

及び個人情報の保護に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、これから委員長

報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第10号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（北川嘉明） 挙手全員です。したが

って、議案第10号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第11号太子町手数料条

例の一部を改正する条例の制定について、こ

れから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第11号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（北川嘉明） 挙手全員です。したが

って、議案第11号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第１２号 太子町福祉 

        医療費助成条例の一部を改 

        正する条例の制定について 

  日程第 ５ 議案第１３号 太子町在宅 

        老人介護手当支給条例を廃 

        止する条例の制定について 

  日程第 ６ 議案第１４号 太子町国民 

        健康保険条例の一部を改正 

        する条例の制定について 

  日程第 ７ 議案第１５号 太子町介護 

        保険条例の一部を改正する 

        条例の一部を改正する条例 

        の制定について 
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  日程第 ８ 議案第１６号 太子町後期 

        高齢者医療に関する条例の 

        制定について 

  日程第 ９ 議案第１７号 太子町立小 

        学校及び中学校設置条例の 

        一部を改正する条例の制定 

        について 

  日程第１０ 議案第２８号 重度心身障 

        害者介護手当支給条例の一 

        部を改正する条例の制定に 

        ついて 

  日程第１１ 議案第２９号 太子町国民 

        健康保険税条例の一部を改 

        正する条例の制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第４、議案第12号

太子町福祉医療費助成条例の一部を改正する

条例の制定についてから日程第11、議案第

29号太子町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定についてを一括議題としま

す。 

 上程中の議案については、所管の福祉文教

常任委員会に付託して、休会中にご審査いた

だいておりますので、これから上程中の議案

に対する委員会の審査報告を求めます。 

 福祉文教常任委員会委員長熊谷直行議員。 

○熊谷直行議員 先の本会議で福祉文教常任

委員会に付託されました議案につきまして、

委員会審査報告書を読み上げまして、報告に

かえさせていただきます。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

12号。付託年月日、平成20年３月４日。件

名、太子町福祉医療費助成条例の一部を改正

する条例の制定について。審査結果、可決す

べきもの。少数意見の留保、なし。２、審査

年月日、平成20年３月11日（火）午前10時か

ら午後４時17分。３、審査経過及び結果、

(1)、審査経過は別紙のとおり。(2)、審査結

果は全員賛成により可決すべきものと決し

た。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

13号。付託年月日、平成20年３月４日。件

名、太子町在宅老人介護手当支給条例を廃止

する条例の制定について。審査結果、可決す

べきもの。少数意見の留保、なし。２、審査

年月日、平成20年３月11日（火）午前10時か

ら午後４時17分。３、審査経過及び結果、

(1)、審査経過は別紙のとおり。(2)、審査結

果は全員賛成により可決すべきものと決し

た。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

14号。付託年月日、平成20年３月４日。件

名、太子町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例の制定について。審査結果、可決すべ

きもの。少数意見の留保、なし。２、審査年

月日、平成20年３月11日（火）午前10時から

午後４時17分。３、審査経過及び結果、

(1)、審査経過は別紙のとおり。(2)、審査結

果は全員賛成により可決すべきものと決し

た。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

15号。付託年月日、平成20年３月４日。件

名、太子町介護保険条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例の制定について。審

査結果、可決すべきもの。少数意見の留保、

なし。２、審査年月日、平成20年３月11日

（火）午前10時から午後４時17分。３、審査

経過及び結果、(1)、審査経過は別紙のとお

り。(2)、審査結果は全員賛成により可決す
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べきものと決した。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

16号。付託年月日、平成20年３月４日。件

名、太子町後期高齢者医療に関する条例の制

定について。審査結果、可決すべきもの。少

数意見の留保、なし。２、審査年月日、平成

20年３月11日（火）午前10時から午後４時

17分。３、審査経過及び結果、(1)、審査経

過は別紙のとおり。(2)、審査結果は全員賛

成により可決すべきものと決した。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

17号。付託年月日、平成20年３月４日。件

名、太子町立小学校及び中学校設置条例の一

部を改正する条例の制定について。審査結

果、可決すべきもの。少数意見の留保、な

し。２、審査年月日、平成20年３月11日

（火）午前10時から午後４時17分。３、審査

経過及び結果、(1)、審査経過は別紙のとお

り。(2)、審査結果は全員賛成により可決す

べきものと決した。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

28号。付託年月日、平成20年３月10日。件

名、重度心身障害者介護手当支給条例の一部

を改正する条例の制定について。審査結果、

可決すべきもの。少数意見の留保、なし。

２、審査年月日、平成20年３月11日（火）午

前10時から午後４時17分。３、審査経過及び

結果、(1)、審査経過は別紙のとおり。(2)、

審査結果は全員賛成により可決すべきものと

決した。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

29号。付託年月日、平成20年３月10日。件

名、太子町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定について。審査結果、可決す

べきもの。少数意見の留保、なし。２、審査

年月日、平成20年３月11日（火）午前10時か

ら午後４時17分。３、審査経過及び結果、

(1)、審査経過は別紙のとおり。(2)、審査結

果は全員賛成により可決すべきものと決し

た。 

 以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 以上で福祉文教常任委

員会委員長熊谷直行議員の報告は終わりまし

た。 

 これから委員長報告に対する質疑、討論、

採決を行います。 

 方法については、議事の都合によって１議

案ごとに行います。 

 まず、上程中の議案第12号太子町福祉医療

費助成条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、これから委員長報告に対する質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第12号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第12号は委員長の報告のとおり可

決されました。 
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 次に、上程中の議案第13号太子町在宅老人

介護手当支給条例を廃止する条例の制定につ

いて、これから委員長報告に対する質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私はこれの質疑でも言いま

したように、この基本的な条例の目的は、あ

くまで在宅老人の介護者に介護手当を支給す

ることによって当該介護者または在宅老人の

精神的、経済的負担を軽減し、もって在宅老

人の福祉の向上に寄与することであります。

そして、手当については在宅老人１人につき

12万円ということになっているわけでありま

すが、介護保険とのかかわりで説明でもあり

ますように、家族介護慰労事業から優先して

支給する、そのために対象者も少ないし、過

去３年間の支給も１件だと、こういうふうな

説明があったわけでありますが、やはりこう

いう介護が必要とされる老人を介護するとい

うことは極めて大変なことであり、その大変

の域を超えておると思います。何も県に同調

して廃止する必要はないと考えます。基本的

には所得制限もあるわけですから、低所得者

を対象とする制度でありまして、老老介護あ

るいは介護疲れで殺人という悲惨な事件も起

こっているのが昨今の実態であります。ダブ

ル支援として町が独自で支弁すべきであると

考えます。 

 以上の意見を述べて、この廃止に反対であ

ります。 

○議長（北川嘉明） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 原案反対の方の発言を

許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第13号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第13号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第14号太子町国民健康

保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て、これから委員長報告に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第14号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第14号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第15号太子町介護保険

条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例の制定について、これから委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第15号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第15号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第16号太子町後期高齢

者医療に関する条例の制定について、これか

ら委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この件につきましても質疑

でもただしてまいりましたように、75歳以上

の方々を切り離して後期高齢者医療というよ

うな形になるわけですが、本当にこのいわゆ

る老人というのは戦後を必死に働いてきた

方々でもあり、晩年になってから国から捨て

られると、こういう感じさせるようなこんな

社会でいいとは私は思いません。そういうた

めにこの制度の非人間性を指摘する方々も多

くなり、お年寄りも深い憤りを感じるところ

だと思います。この制度は75歳以上のすべて

の人を一律に後期高齢者と決めつけて現役世

代から切り離し、そして独立した医療保険に

加入させるものであります。国民皆保険制度

の国では、他に例がないそうであります。こ

の制度は今まで扶養家族になっていたお年寄

りも、例外なく強制的に家族みんなが入って

いた保険から引き離されるわけであります。

この点について厚生労働省の社会保険審議

会、後期高齢者のあり方に関する特別部会と

いうのがあるわけですが、そこでは75歳以上

の後期高齢者と断定している者の特性を、１

つに治療の長期化、それから複数疾患への罹

患が見られる、２つ目に多くに認知症の問題

が見られる、３つ目にいずれ避けることがで

きない死を迎える、こういうふうにこれを審

議している部会が決めつけている、こういう

ふうに規定をしておるというようなことであ

りますが、やはりこの制度はこの特性、年を

召せば、政府が言っているように、その特性

として治療に時間も手間もかかる、当たり前

のことでもあります。また、年を召せば、認

知症の傾向も出てくる、またいずれ死を迎え

る、当たり前なんですね。そういうような基

本的な考え方をもって制度化するというの

は、こんな考え方でその制度をつくれば、と

ことん差別医療を広げると、こういうふうに

なってまいります。そういう中で、なお今日

においてもなぜ75歳で線引きをするのかと、

高齢者は不安でいっぱいだと、あるいは子供

のころに国のために死んでくれと言われて、

今度はもう一回国のために死んでくれと、こ

ういうふうなことになるではないかというよ

うな怒りもあるわけです。保険料等について

も、もちろん広域連合という組織で運営をす

るわけですから、当初は全国平均で７万

4,000円と、こういうふうに試算をされてい

たわけでありますが、兵庫の場合も８万

1,400円と、こういうふうに厚労省が最初に

試算をした額を大きく上回っているのも実態

であり、これに介護保険料が加わるわけです

から１万円を超える負担になると、こういう

ものであります。 

 また、扶養家族として負担がなかった高齢

者も、今年の９月までは凍結をするというふ

うに言っておりますけれども、10月からは均

等割の１割負担、来年４月からは５割、また

2011年４月からは所得割も含めて全額負担に

なるわけであります。保険料の徴収について

も月額１万5,000円以上、年額で18万円以上

の年金受給者からも天引きをする、これに便

乗して65歳から74歳までの国民健康保険税も
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年金から天引きをする、こういうことをやっ

て追い詰めていくような状況でもあるわけで

あります。 

 また、医療の面でも後期高齢者と74歳以下

では大きく差別をされまして、具体には75歳

以上の患者の検査や処置の回数が制限をされ

る、後期高齢者に対して手厚い医療を行う病

院とか診療所などは経営が悪化することにな

ると言われております。そのことは高齢者を

病院から追い出すということになってまいり

ますので、医療の面でも75歳以下と以上とに

は大きな命に値段をつけるような形で行うこ

とになってまいります。 

 このような高齢者を敬うのが日本の国のよ

さでありますのに、敬うどころかうば捨て山

といって死に追いやるような制度には断固と

して反対でありますし、また中止、廃止を求

めるべきであると、こういう意見を述べまし

て、本条例の制定に反対であります。 

○議長（北川嘉明） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 原案反対の方の発言を

許します。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 この審査の結果報告を読ま

せていただいて、腹立たしいというか情けな

いというか、というのは、討論なし、全員賛

成で、年寄りはほっといても死にますよ、だ

からほっといてくれ言うんよ。だけどね、死

ぬ者つかまえて首だけ絞めなと、それを言い

たいわ。この法律はまさにそうやねん。高齢

者、高齢者言うけどやね、みんな高齢になる

んよ。死んでいきますがな、間違いなしに死

にますがな、あなたよりも先に、ほっといて

くれちゅうな。だけど、首を絞めなちゅうん

や。分かる。それに対して何の意見もなしに

全員で賛成により可決、中に一人ぐらい何か

物言うやつがおってよかろうがな、これ審議

してって。だれもおらんのか。反対、こんな

もんは。 

 以上、終わり。 

○議長（北川嘉明） 原案賛成の方の発言を

許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 原案反対の方の発言を

許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第16号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第16号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第17号太子町立小学校

及び中学校設置条例の一部を改正する条例の

制定について、これから委員長報告に対する

質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第17号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（北川嘉明） 挙手全員です。したが

って、議案第17号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第28号重度心身障害者

介護手当支給条例の一部を改正する条例の制
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定について、これから委員長報告に対する質

疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第28号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第28号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第29号太子町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、これから委員長報告に対する質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第29号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第29号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第９号 町道路線の認 

        定について 

○議長（北川嘉明） 日程第12、議案第９号

町道路線の認定についてを議題とします。 

 上程中の議案については、所管の経済建設

常任委員会に付託して、休会中にご審査いた

だいておりますので、これから上程中の議案

に対する委員会の審査報告を求めます。 

 経済建設常任委員会委員長長谷川原司議

員。 

○長谷川原司議員 報告させていただきま

す。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

９号。付託年月日、平成20年３月４日。件

名、町道路線の認定について。審査結果、可

決すべきもの。少数意見の留保、なし。２、

審査年月日、平成20年３月13日（木）午前

10時より午後４時50分。３、審査経過及び結

果、(1)審査経過は別紙のとおり。(2)審査結

果は全員賛成により可決すべきものと決し

た。 

○議長（北川嘉明） 以上で経済建設常任委

員会委員長長谷川原司議員の報告は終わりま

した。 

 これから委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第９号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（北川嘉明） 挙手全員です。したが

って、議案第９号は委員長の報告のとおり可
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決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１３ 議案第１９号 平成２０年 

        度兵庫県太子町一般会計予 

        算 

○議長（北川嘉明） 日程第13、議案第19号

平成20年度兵庫県太子町一般会計予算を議題

とします。 

 本案については、平成20年度一般会計予算

委員会に付託して、休会中にご審査いただい

ておりますので、これから上程中の議案に対

する委員会の審査報告を求めます。 

 平成20年度一般会計予算委員会委員長花畑

奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 平成20年度一般会計予算

委員会審査報告を行います。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

19号。付託年月日、平成20年３月10日。件

名、平成20年度兵庫県太子町一般会計予算。

審査結果、可決すべきもの。少数意見の留

保、なしです。２、審査年月日、平成20年３

月14日金曜日10時から午後５時15分、20年３

月17日月曜日10時から午後４時35分、20年３

月18日火曜日10時から３時35分。３、審査経

過及び結果、１、審査に当たって及び審査意

見は別紙のとおりです。２、審査結果は全員

賛成で可決すべきものと決しました。３、会

議記録は後日希望者に配付いたします。 

 一般会計予算委員会審査報告書を読み上げ

ます。 

 １、審査にあたって。(1)付託案件の平成

20年度兵庫県太子町一般会計予算の審査に当

たっては、審査上必要な資料を確認し、事前

に資料の提出を求め、慎重に審査しました。

(2)補助説明員として課長、副課長、施設

長、一部の係長の出席を求め、必要な説明を

求めました。(3)歳出予算については、各課

の平成20年度における重点目標や取り組み姿

勢を聞いた後、それぞれの事業内容ごとに質

疑を行い審査しました。 

 ２、審査意見。歳入について。１、町税等

の滞納額は年々増加傾向にあり、公平、公正

の観点から不納欠損や時効などにならないよ

う収税管理室の機能強化を図ること。また納

税システムの充実、活用を行い、徴収率の向

上には毅然とした態度で臨むこと。２、地方

自治体の自立を図るため、財源の充実、確保

については国、県に対して強く求めること。

３、県の新行財政構造改革における方策につ

いては、町民生活に重大な影響を及ぼすこと

となるので、住民に対し理解が得られるよう

に求めること。 

 歳出について。１、各款共通事項につい

て、まちづくりにあたっては企画段階から町

民の参加を得て協働と参画のまちづくりを進

めること。２、危機意識を高める職員研修を

行い、日常業務においても改革意欲を持って

創意工夫したサービス展開が図れるよう職員

能力の向上に努めること。３、第４次総合計

画の平成21年度終了の観点から、目標に対す

る成案や未達成要因の検証を行うこと。ま

た、全職員が事業実績に対する説明責任を共

通認識するよう徹底を図ること。４、負担金

補助及び交付金は支出に見合う効果を検証

し、さらに整理と節減に努めること。 

 各款の予算について読み上げます。 

 総務費。自主財源の確保に努め、スリムで

効率的な行政運営の推進を図ることを最優先

課題とし、行政評価の手法を用いて事務の重

点化と適正化を進めること。電算システムに

ついて住民サービスに適したよりよいシステ

ムを構築すること。入札制度については、一

般競争入札をもとに不正入札を防止し、公平

な入札を実施すること。広報広聴機能を充実

させるために、「広報たいし」やホームペー

ジを見やすく最新の情報を瞬時に提供し、町

民に親しまれるものとすること。安全・安心

で快適に暮らせるまちづくりのため、交通、

防犯の意識高揚に努めること。 

 ２、民生費について。後期高齢者医療制度

が今年４月から始まるため、住民に周知徹底
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すること。保育行政について、待機児童の解

消を図り、よりよい安全・安心の保育を推進

すること。高齢者の健康づくり支援、介護支

援等、高齢者が安心して生活が送れるよう努

めること。母子が安心して生活できるよう、

こんにちは赤ちゃん事業等を細心の注意を払

って実施すること。家庭児童相談インストラ

クターや民生委員との連携を密にし、児童福

祉に万全の姿勢で臨むこと。 

 ３、衛生費。健康診査等については健診率

を高め、町民の健康維持と疾病の早期発見、

早期治療に努めること。ごみ等の収集、運搬

経費等の節減に努め、負担金の軽減を要望す

ること。ごみ収集日に際し、回収資源物等を

無断で持ち帰っている業者がいる。町として

の考え方を早急に決定し対処すること。 

 ４、労働費。シルバー人材センターの支援

を拡充し、就労の機会を提供すること。 

 ５、農林水産業費。特産品の育成を図るこ

と。農業に対する後継者育成に努めること。

花と緑の会の活動が地域住民と協働して進む

よう努めること。 

 ６、商工費。観光協会と連携し、太子町を

アピールすること。商工業の活性化について

商工会と協議し、行政が積極的な役割を果た

すこと。 

 ７、土木費。新たに取り組む地籍調査事業

がスムーズに進むよう万全の対策を整えるこ

と。 

 ８、消防費。自主防災組織の活動を支援

し、組織の活性化を推進すること。 

 ９、教育費。学校教育における図書教育を

充実すること。給食センターの基本構想策定

について、今後のあり方についても十分検討

すること。スポーツ少年団や放課後子ども教

室等、青少年が伸び伸びと生活できるように

努めること。別室少人数指導に当たっては、

対象生徒が学校に少しでも通学できるよう細

心の注意を払って進めること。学童保育に当

たっては、その拡大に伴って保育環境の充実

を図ること。体験学習、トライやる・ウイー

ク、国際理解教育等、児童・生徒が体験的に

学習する指導を子供たちが楽しく学べる有意

義な活動とするよう努めること。教員のカウ

ンセリングマインド育成に努め、教員の指導

力アップを図ること。ブックスタート事業開

始に当たり、図書館とさわやか健康課が連携

し、絵本を幼児から読み聞かせる重要性を訴

えること。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 以上で平成20年度一般

会計予算委員会委員長花畑奈知子議員の報告

は終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 予算委員会の方ご苦労さん

でございました。私もいろいろお尋ねを当局

に対してしておりまして、それがある程度こ

の報告書の中に出てくるんかなあと期待をし

ておりましたんですけれども、出ておりませ

んので、具体的にお尋ねいたしますので、お

願いいたします。 

 まず、歳入についてですけれども、２番の

地方自治体の自立を図るため財源の充実、確

保については国、県に対して強く求めること

ということなんですが、これも一つの財源確

保だと思うわけですけれども、地方が三位一

体から地方の自立ということを言われまし

て、太子町もその自立を選んだ数少ない町な

んですけれども、その太子町がみずからの財

源をどう求めていくという、そのことについ

て触れられておりませんけれども、それにつ

いての説明をしていただきたいと思います。 

 それから、歳出についてですけれども、１

番のまちづくりにあっては企画段階から町民

の参加を得てということなんですけれども、

今までそういうことがされていなかったか

ら、あえてこういうことをつけ加えて協働と

参画のまちづくりということをおっしゃっ

て、多分報告でそうなってると思うんですけ

れども、それはどういうふうな審査の中でこ

ういう文言が出てきたのかということについ
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ての説明をいただきたいと思います。 

 それから、２番目の危機意識を高める云々

とあるんですけれども、ここで言うところの

危機意識とはどういう危機意識なのかという

ことがこの文言ではちょっと分かりにくいん

ですけど、例えば町の中に疫病が蔓延すると

か、あるいは地震、火災等の災害が起きたと

きのこととか、あるいは２月13日に給食セン

ターで起きたようなああいう事務事業の中で

の危機意識なのか、その辺はどういうふうに

審査をされてこの職員研修を行うということ

が話し合われたのか、今私が申し上げた３つ

の点についてはそれぞれ重要なことであると

思いますので、もし審査されておるんであれ

ば、その一つ一つについての説明を求めま

す。 

 それから、４番目の負担金補助のこと、交

付金のところですけれども、整理と節減に努

めることということですけど、私もそれは当

局にただしたところなんですけれども、その

項目と全体の金額は一体これはやった方がい

いでというものについてはどれぐらいなまと

めをされたのかお尋ねをいたします。 

 それから、次の総務費ですけれども、この

電算システムについては住民サービスに適し

たよりよいシステムを構築することというこ

となんですけれども、住民サービスに適した

よりよいシステムというのは、私ちょっと理

解しにくいんですけれども、どういうシステ

ムなんか具体的に説明をしていただきたいと

思います。 

 それから、民生費については、先ほど後期

高齢者の制度の話がありましたけど、４月か

ら始まるため、４月というと、もうあと３日

か４日しかないわけなんですけど、その中に

本当に住民に周知徹底をどういう形でしてい

くんかなと。なかなか理解してもらうのも一

筋縄ではいかないような形なものですから、

どういうふうな方法でこれをやられるのか、

各集落で出前講座みたいな形でやられるの

か、その辺についてもう少し具体的な説明を

求めたいと思います。 

 それから、衛生費についてですけれども、

ごみの収集と運搬経費等の節減に努めという

ことなんですけれども、努めることは努める

んですけれども、例えば収集運搬業務だけに

限ってみますと、森興業に約１億5,000万円

余りの委託をしてますと。この間もちょっと

加古川で新聞に民営化ということで出ており

ましたので、この間加古川市へ行ってきまし

て、いろいろ事情をお聞きしまして、資料も

いただいてきました。その結果、加古川市で

は市内を２つに分けまして直営の部分と民間

委託の部分とに分けてずっとやってきたと。

三十七、八年そういう形でやってきたけれど

も、今年からは民間委託の分については競争

入札制度を取り入れてやった結果、約、約で

すよ、半額、今までの処理費用の半額で業者

に落札したと、それＡ地区、Ｂ地区に分けて

２社で落札したと、こういう話なんです。半

額ということになると、太子町の場合には１

億5,000万円の半額としたら7,500万円とい

う、単純計算するとそうなるわけなんですけ

れども、ここでそういう具体的にただ節減に

努め負担金の軽減を要望するという、私はそ

れは議会がそれじゃあかんと思うわけです

ね。やっぱり中身分析して、これはこうです

よと具体的に当局に予算の中身まで調べて手

を突っ込むというたらおかしいんですけれど

も情報の開示を求めて、委員会で審査、当然

私はそうされておると思うんですけれども、

具体的な数字が出てきておりませんので、そ

の辺の中身について説明を求めます。 

 それから、次の労働費ですけれども、シル

バー人材センターの支援ということなんです

けども、そもそも労働費の中でシルバー人材

センター費が事業費としては見ていただいた

ほかに貸し付けのお金あるわけです、

3,000万円の。だけど、それのけりゃ、シル

バー人材センターの補助金というか、それだ

けなんですね。それが就労の機会を提供する

というのは、町がシルバー人材に求める労働

費の大部分であるということが、これはまこ

とにもって異常な話であって、シルバー人材
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センターというのはそもそもはあそこはもう

天下りみたいな、受け皿みたいな団体になっ

ておりまして、例えば仕事でもほとんど公共

のもんしか、太子町というか揖龍の場合やっ

てないん違いますか。相生なんかは公共とそ

れから民間との仕事の割合がシルバーの場合

は公共よりも民間の仕事の方が多いというよ

うな、相生の場合はそういう形とっとるわけ

なんですけど、太子の場合は恐らく公共の場

合が圧倒的に多いんでないかと思うんですけ

れども、その辺の中身について説明を求めま

す。 

 それから、先ほど申しました商工費の件で

すけれども、観光協会と連携して太子町をア

ピールするということなんですけれども、太

子町ここにありということで日本全国に知っ

ていただくということがまずは町の活性化に

つながるということは私も理解しとるわけな

んですけれども、私は観光大使とかいろんな

ことを具体的に今まで提言してきたつもりな

んですけれども、ただ観光協会と連携しとい

うておっしゃってますけど、観光協会の活動

内容というのは非常にお粗末で、私から言わ

すとほとんど活動してないと言っても過言で

ないような中身なんですけれども、私の認識

が間違っておるのかどうか、審査された中で

答弁をいただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、この教育費のと

こで給食センターの基本構想策定についてで

すけれども、これは13日に事件がありました

けれども、はや一月以上、もう40日以上がた

って、ちょっとぼちぼち事件も風化しとんと

違うかというような、そんな感じもしてきと

るわけなんですけども、これは断じて風化さ

せてはいけないことでありまして、今特別委

員会の方で目下調査をしておるとこなんです

けれども、ただ予算的に言いますと去年より

も7,000万円増えると。民間委託すると、普

通経費削減のためにというか、それが一つの

大きな眼目やと思うんです。経費が削減でき

るから民間に委託していくということなんで

すけれども、民間委託するということによっ

て7,000万円も予算が増えるというのは、ど

うも合点いかないと。その7,000万円という

金額は約50％、５割に当たるわけですから、

10億円の中の7,000万円と違うんです、それ

は予算見ていただいたら分かっておられると

思うんですけれども、その辺はどういうふう

に検討されて、今後のあり方に十分検討する

ことということについてはいかがなもんかな

あと。今現在はどうなんかということが予算

の中に明らかになっておると思いますので、

その点について説明を求めます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 一般会計予算委員会委

員長花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 １番に質問を受けました

歳入の２番、これ国や県に対して強く要望し

てほしいと、そういうふうに強く願いたいと

いう皆さんの意見でこういうふうに表現して

おります。 

 ２番、歳出について、まちづくりの……。 

○議長（北川嘉明） 続けてください。続け

てください。続けてください。 

○花畑奈知子議員 次、歳出の１、企画段階

からということは、計画の段階から住民の参

加を得て協働でまちづくりを進めてほしいと

いうことです。 

 次、２番、危機意識については、そこに書

いてあるとおりです。 

 それから４、負担金、これも最後に表現し

ておりますように、整理をし、節減に努めて

ほしいということで、こういう表現をしてお

ります。 

 次、総務費の電算、よりよいサービス、現

在よりもよりよく構築してほしいということ

です。 

 次、民生の後期高齢者、これは私も一般質

問で申した件なんですけれど、あらゆる方法

をもって住民に周知徹底してほしいと、なか

なか理解できてない人もたくさんあるという

意見も出ておりました。 

 次、衛生費のごみ収集運搬については、節

減に努めて負担金の軽減を要望してほしい
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と、午前中収集ということで森興業は力いっ

ぱいされているというふうに聞いておりま

す。 

 次、労働のシルバー人材の件については、

適材適所にきちっと配属しているというふう

に聞いております。 

 それから、商工会は、いろんな交流会等で

力いっぱい太子町をアピールしてほしいとい

うふうに、協会が活動してないというふうな

ことは出ませんでした。 

 それから、給食センターのことにつきまし

ては、いろいろ意見、一般質問でもたくさん

出ましたし、その後給食特別委員会もできて

おりますので、そういう人たちに任せるとい

うあれではないですけれども、とにかく

7,000万円も増えているということなんです

けど、今後の給食センターの方針に従って経

費を削減してほしいということです。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（上田富夫議員「今のこれ、答弁にな

っとると思う」の声あり） 

 暫時休憩します。 

（休憩 午前11時06分） 

（再開 午前11時08分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 こんなんどない言うて質問

したらええんや、教えてえなあ。質問しても

答弁せんと、３遍質問したらそれでおしまい

やあというんやったら、何でもええんか、ほ

んなら。何でもここに書いてあるとおりもう

一遍読めばええや。３遍読んだらええわけや

ん、これをな。なら、それで答弁なるわけ

や。それでええと思う、そやけど。いや、常

識的によ。そんなんが議会か。いや、議長

ね、あなたこの会議を整理していくのがあな

たの仕事やんか。それが正しいと思われるの

やったら、そりゃそのとおりやってもろうた

ら私従いますよ。あなたの良識の問題です

わ。太子町の議長がその程度やおっしゃるん

なら、それで推し進めてもろうたら、私は３

遍立ちますわ。議長という重みは、私はそん

なもんやないと思います。やっぱりきちっと

整理をしていくと、それはだめなものはだめ

ですよと、そりゃ委員長注意するのは当たり

前違いますか、僕は、委員長その答弁だめで

すよと、もう少し考えて答弁されたらいかが

ですかというのを、いや、当たり前違うんで

すかいな。完璧な答弁は絶対僕は求めてない

んや。ただ、中身でどんなことをやられたん

かなということだけを答弁されるんか思いよ

ったら、それもないやないかいな。ここに書

いてあるとおりやというて、ふざけたこと言

うたらあかんがな、これは。 

（「予算委員がもう一遍集まって…

…」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 答弁させますか。 

○上田富夫議員 いやいや、そやから４期、

５期しとんさかいに、私もね、素人やないん

ですわ、だからある程度のことは分かるんや

けど、しかし程度というもんがあるでね、物

事には。だから、せめてごみのこととか給食

センターのことぐらいは、僕も数字を上げて

具体的に言うとんやから、ほいであちこち調

査にも行ってって、こっちはこっちなりに一

生懸命努力して質問しよんやから、そりゃ専

門的に予算やられていっとんやから、そんな

こと知らんでちゅうようなこと言われたら、

さっぱり、もうどないもならん。具体的にそ

うなっとんや、僕の言うたとおりになっとん

やから。だから、あんたの言うことは間違う

とるですよとおっしゃるんやったら、間違う

とる言われたら、そりゃそれで間違うとる分

については認めますやん。だけど、今みたい

に木で鼻をくくったような答弁されたら、あ

あ、そうですかというて下がるわけにはちょ

っと私はいきませんので、その辺よろしく議

長の方で取り計らっていただきたいと思いま

す。 

○議長（北川嘉明） 委員長、答弁できます

か。 
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 一般会計予算委員長花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 ごみ収集のことと給食セ

ンターのことが出ましたが、本会議で質問さ

れた方々の意見は十分尊重して審査委員の

方々も質疑されました。その結果、こういう

表現でまとめて報告するというふうに皆で話

し合いました。 

○議長（北川嘉明） もう少し具体にどのよ

うなことをされたかということを答弁願えま

すか。 

 委員長、休憩しましょうか。 

（「休憩、休憩、せやなかったら  

おかしいぞ」の声あり） 

 暫時休憩します。 

（休憩 午前11時13分） 

（再開 午前11時50分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 ただいま休憩中に平成20年度一般会計予算

特別委員会が先ほどの質問事項に対しまして

協議をされております。まだ若干時間が長引

くようなので、この際暫時休憩します。再開

は午後１時半とします。 

（休憩 午前11時51分） 

（再開 午後１時30分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般会計予算委員会委員長花畑奈知子議

員。 

○花畑奈知子議員 １、質問に対してお答え

します。 

 自主財源とは、これは自主財源確保のため

の公平、公正な立場で１番の町税徴収率の向

上に努めてほしいと、こういうことを意味し

ております。 

 ２の歳出１のまちづくりにつきましては、

これは各種審議会住民でつくられております

が、企画の段階から住民とともにというとこ

ろでは、住民のアンケートなどをとってより

よい太子町のまちづくりを考えていくと、こ

ういう答弁があったと思います。 

 ２の危機意識とは、財政の危機意識を指し

ています。 

 負担金の件では、各種団体の負担金のあり

方がいろいろになっているのではないかとい

う意見も出たんですけれど、調整して節減に

努めてほしいというふうにまとめています。 

 ３、総務のよりよい電算システムとは、オ

フコンを廃棄すると、パソコンシステムに切

りかえると、住民に対して機能アップし迅速

に対応ができるよい方向になるというふうに

答えを聞いています。 

 ４、民生の後期高齢者制度につきまして

は、国や県の方針に基づいて実施はします

が、「広報たいし」やホームページ、機会あ

るごとに徹底して理解していただくように努

力するというふうに当局の答弁を聞いており

ます。 

 ５、衛生のごみ収集負担金の節減につきま

しては、これは単価が上がっているにもかか

わらず還元されていないのではないかという

答えに対して当局は、雑入の中に入っている

と、答えを聞きました。しかし、清原議員の

方から５年間全く変わっていないではないか

と、積算根拠を資料提出を望みたいというふ

うな質問をしていただいたんですが、当局は

自分で求めてくれと、それはないやろうとい

うことで、揖龍衛生に請求してみると、そう

いう答弁があったんですけれど、いまだにそ

のままになっていると、そういう実態です。 

 シルバーの件ですけれど、男子126、女子

61、計187人登録されているようですけれ

ど、適材適所に配置してると言われておりま

すが、何か公平性を欠かないようにと、平等

にという声が上がりました。 

 商工費につきましては、観光協会をアピー

ルと書いてあるがと、活動してないではない

かということにつきましては、商工業が活性

化するようにガイドマップとかカレンダーと

かいろいろして宣伝し、削減はせず活性化す

るように期待しているということです。 

 給食センターの件につきましては、所長が

重点目標のところで昭和48年から35年経過し

てると、そこで危機管理のマニュアルをつく
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って安全・安心の給食運営をしていきたい

と、こういう答弁があったんですけれど、そ

の中で建設ありきかという質疑が出まして、

いや、そうではないと、基本構想策定に基づ

いて検討していきますと。また、先ほどの建

設ありきかは清原議員の方から出まして、次

服部議員の方から洗剤混入の事件の処分はど

うなっているのかという質問もありましたけ

れど、取り調べ中なので起訴されましたらま

た考えますという答弁を受けております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑ありません

か。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 私もいたずらに質問を引っ

張るつもりはないんですけども、ただごみの

ことについては自分で見つけてこいという

て、ほんまにそんなこと言うたんですか。だ

れが言うたんや、そんな、むちゃくちゃなこ

とを。おかしいんちゃうか、そやけど。何か

ほかの言い回しで言うた、これ常識では僕は

ちょっと、何ぼ何でも当局がこんなむちゃく

ちゃなことを言うとは理解できへんのやけど

も、もし万が一でも言うとったということな

ら、こりゃもうむちゃくちゃな暴言もええと

こでっせ。自分で見つけてこいというて、ほ

んなら自分で金出して5,000万円出せと、自

分の懐から追加分を、いやいや売り言葉に買

い言葉で、そないなりまっせ。だから、それ

はちょっとここで論議する必要はないんです

けど、しかしもうこれ10年も15年も前からも

う競争入札しなさいよということを言うてき

とんやから、ほいで世の中はもう変わってい

きよんやから、例えば国やったってガソリン

税の問題の一般財源化でもそうでしょう。何

だかんだ言うて、すごく抵抗はしよるけど

も、やっぱり世論には勝てんというか、方向

が若干違うてきとりますやん、今までの世論

の何で。太子町はやっぱり何ですかな、議会

がいろいろ言うてもあかんと、要するに文句

あったら選挙で勝ってこいと。だけどね、町

長選挙は４年ごとでしょうから、それで信任

されたというふうに思われとんか分からんけ

ども、我々議員やったって４年ごとに改選し

て迎えてきよんですからね、やっぱり世論の

動向というのもあなた方が感知する以上に

我々も感知しておると、私は思うわけなんで

す。ですから、金額が少ない金額やないんで

すよ。どこでどんなに調べたって高い、どこ

と比べたって。僕は日本国じゅうと比べても

ここが一番高いんと違うか思う、ほんまに。

トン当たりやったら、加古川やったら４分の

１ぐらいちゃいまっか。すごい安い。６万人

のＡ社とＢ社で分けてどないしてしよるとい

うたら、Ａ社が６万人、Ｂ社が６万人分けと

るわけだ、加古川26万やから、その半分で

13万で６万ずつ分けとるわけですわ。それが

パッカー車５台でやりよんですよ、１社が。

だから、結局６万人をパッカー車５台、それ

からあとの６万人の方を同じ条件と。だか

ら、太子の倍の人口、大方倍近い人口のごみ

処理をしよるわけですわ。ほんで、パッカー

車５台やから、そんなに無理なことはないん

です、それでね。ほいで、それはあなた方午

前中に収集を終えんと１日かかってやるから

そうなるんでしょう言うたら、違いますよ

と、もう大体１時過ぎ、２時には済みます

と、全部。だから、太子と条件そんなに変わ

らんやん、太子町やったって午前中というて

も、やっぱり多い日は１時過ぎまでかかりよ

りますやん、１時、２時ごろまで。それで何

で値段が半分以下やと、加古川の場合は。そ

れが分からんのですよ。向こうは日当が高い

とかガソリンが高いとかという、それはここ

と一緒でっせ、条件は。だから、そこをその

辺まで踏み込んで私は委員会でやってもらえ

るんか思いよったら、自分で見てこいという

て言われたら、しゃあないけど、ちょっと委

員長、そりゃそこらでやっぱりけんか売って

もらわな困るなあ。 

 それから、学校給食については、これもで

すわ、7,000万円以上の金で委託しとんや

ね。7,000万円というたら、今までのこっち

が持っとった人件費の総額よりも多い金額で
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すわな。そうでしょう、6,000万円ほどやか

らな、人件費は、役場の職員とパートの職員

と含めて、そうでしょう。それよりも多いん

でっせ。ほいで、まだこっちから役場の職員

が１人か２人行くんでしょう。ほいで、パー

トも行くんでしょう。パートは向こうが今度

は採用することになるんやけども、民間委託

したら安うなるからということでしたんやけ

ども、7,000万円も増えとんのや。ちょっと

予算書の中身を比べてみてほしいわ、ほん

ま。１億5,000万円から6,000万円のうちで

7,000万円も増えとんやで。大方倍近くなっ

た、倍とは言わんけども倍近くにまで増えと

んやから、それが何でそんなもんを民間委託

するんや、わけ分からんのやと。事件を起こ

したというのも、あれは僕は失政やと思って

るんですよ、政策の失敗と一緒なんよ、政策

の失敗でああいう事件を起こしたんや。その

反省も全然できてないし、こんな予算で税金

やさかいというて人の金やと思うてどぼどぼ

どぼどぼどぶへ捨てるように使われたらかな

わんのやわ。予算というのは町民と町長との

約束でっしゃないかいな、こういうふうに使

いますという。そんなもん無駄金に使うなん

か、使うてくれなんか町民は一つも言うとら

へんで。という辺を委員長はちゃんとやっぱ

り当局にただしてもらわないかんのんやけど

も、聞くところによると余りそこまではいっ

てないようです。けども、再度委員長確認だ

けしときます。今さっきの委員長報告以上に

はいってないということですか。 

○議長（北川嘉明） 花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 はい、今先ほど報告しま

した以上は出ておりません。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私はやっぱりきちっとすべ

きやと思うんですが、この審査意見はどうい

う意味を持つかということについてどういう

ふうに見ておられたんですかね。上田議員が

おっしゃるのはもっともやと私は思います

よ。この歳入３項目、それから共通項目４項

目、それから各款の中で総務で６項目か、そ

れから民生で４項目、それから衛生で３項

目、労働１項目、農林水産３項目、商工で２

項目、土木で１項目、消防で１項目と、教育

で８項目と、こういうふうな審査意見をつけ

るということは、当然審査意見について内容

をしっかり踏まえて、そして私は当局に注文

をつける、今の予算の内容では予算に承知で

きないところがあるので注文をつけると、こ

ういうものが意見だと思うんですね。また、

執行に当たっては、その注文をしっかりと踏

まえて執行すると、そういうもんだと思うん

ですがね。そんな意識はあったんですかね。

その点が大事だと思います。その点について

説明をしていただきたいなと思いますし、歳

入についての収税管理室の機能強化っていう

ようなことが触れてあるけども、機能強化と

いうことはどういうことなんですかね。内容

的に具体的に機能をどう強化するかというこ

とがあって初めてなんですけど、それによっ

てもやっぱり税っていうのは生活が非常に厳

しくなった中でなお取り立てるというような

状況に対しては血の通ったものをしなければ

ならないし、機能強化で何をやろうとしてい

るんかということが大事でありますから、そ

れらについてはこの意見は何かと。 

 それから、地方自治体の自立を図るという

ことは、もう既に先ほども意見があります

が、当然一方において自己責任、自己決定、

そういうものを盾にいろいろ住民に対しては

厳しい方向が出されております。そういう中

で、三位一体というのは一方で権限移譲とあ

わせて財源が移譲されないけないのに、国の

財政事情を含めて次々と補助金等をカットし

ていくと、こういうようなことでありますか

ら、それらについてどうせよと、やっぱり議

会ですからあるべき方向を示していかないと

だめなんじゃないですかね。 

 それから、県の行財政改革と称するものに

ついても、住民負担の増大に結びついていく

福祉医療を切り捨てて住民負担を増大させる
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と、だから影響を及ぼすと触れてあるんでし

ょうけれども、ただ理解を得たらええんです

か。違うでしょう。こういう意見ちゅうのは

おかしいと思うんですよ、議会ですから。 

 それから、先ほども出ておりましたけれど

も、歳出の共通事項の中で、まちづくりにつ

いてですがね、これは再三言ってることでは

ありますが、裏づけとなるものは何ですか

ね、これを裏づけていくこと。口では参画協

働というけれども、その条件を満たす、また

条件を確かなものにする、そういうことが議

会として注文をつけるんだったら注文をつけ

るべきではないですか。 

 それと、危機意識も、これ研修ときちっと

重なりますかな、この意見が。私はこれにつ

いても今日給食センターで起こった事件を含

めて危機意識の欠如は幹部を初めとしてこれ

が現実にある、すべての行財政事務について

の危機意識があって当たり前だと思うんです

ね。だから、その中で改革意欲っていうのは

どういうことを指しますかね。 

 それから、負担金補助については、具体的

に一つ一つを洗うて、少なくともこれまでに

負担金補助及び交付金の性格をしっかり整理

をして、その目的に従って効果を検証する、

こういうこと違いますか。それが委員会でど

う行われたかが問題だと思うんです。つき合

い的なものを整理せえと言うてきた、そうい

うことがこの中では出した効果だけ検証しと

ったらいけないんですよね。その点もどうな

んですかね。 

 それから、総務費関係の自主財源について

も先ほどありましたが、今の答弁では自主財

源の確保に努めるという形になるんですか

ね。当局が言ったことじゃないんですよ、議

会が注文つける意見ですから、違いますか、

そこらがはっきりしないからおかしくなるん

だと思います。スリムで効率的な行政運営と

は何ですかね。この意見が議会側になかった

ら、こんな意見書かれへん思うんよね。その

辺もはっきりさせていただきたいと思いま

す。 

 それから、入札制度についても再三私は言

っとんですが、単純に不正を防止するだけで

はなくて、やはりここにおける無駄を省くこ

とにもなってくる、そのために公平、公正な

入札とあわせて無駄を省いていくような、そ

ういうことがなかったらいけないから再三言

よんですが、これはこの意見でそうなります

か、注文ついてますか。 

 それから、民生費の特に後期高齢者、これ

はもう本当に許しがたいものなんですが、住

民に周知徹底したらいいんですかね。そのぐ

らいのものですか。広報あるいはホームペー

ジで理解を求めるんやと、そんなもんちゃい

ますやろう。中身が分かれば分かるほど問題

点が出てきて、国会での今の動きになってる

んですよ。その辺の認識なかったら、なかな

か言えるもんじゃないと思うんですがね。い

かがですかね。 

 それから、衛生費に係る健診率を高める、

それから町民の健康維持と疾病の早期発見、

早期治療という、これは当たり前のことなん

ですが、具体的に健診率を高める手だて、さ

らには健康維持の手だてというのは少なくと

も昨日も、何のテレビだったかな、いわゆる

手の腕からカメラで動脈、いわゆるがんを摘

出するような有名な先生のところで検査を受

け治療を受ける、そのためには旅費も使うて

移動する、そういうようなことが昨晩の放送

でしておりましたけれども、やはり医者との

信頼関係を含めて健診を受けていくというこ

とが裏づけられていくようなことを含めて場

所と機会を拡充することが必要だと思うんで

すが、そういうことが提言されるべきではな

いですか。 

 ごみ問題については、今のような形のよう

ですけども、それでは承知できるような問題

ではないし、負担金の軽減は運搬費だけでは

ないですわね。その辺を私も加古川で上田さ

んとは一緒に調査させてもらったんで、本当

にこういうあり方というのは大事やなあと思

いました。そういう点からすべてを明らかに

した上で、あるべき契約にしていくことが大
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事であります。そのためにはやっぱりすべて

の情報が提供される、当たり前の話だと思い

ますが、その点再度確認をしておきたいと思

います。 

 それから、農林水産業費に係ることで、特

産品を何と心得てこうなのか、だからまた後

継者育成というのは大事なことなんですが、

後継者育成のために町が何をせえということ

が必要なんじゃないですか。 

 それと、商工費でも活性化と協議、行政が

積極的役割、これどういうこと指しますか

ね。抽象ではぐあい悪い問題だと思いますの

で、指摘しております。 

 それから、給食センターについては先ほど

もございましたが、こういう事件が起こるべ

きして起こった、そういう中での経過がある

ということを、基本構想の策定の問題だけで

はないと思うんですよ。安心・安全の給食を

供給するという点で何が必要かということが

出されてしかるべきだと思うんよね、事件が

起こった後ですから。これも具体にしてもら

わないと、これは何かというときに説明でき

ないんじゃないですかね。その点を説明いた

だくことと、それから繰出金がまともかとい

うこと、これは無駄を省くということでは大

きな問題です。それから、委託料、工事請負

費、ここにどれだけの審議が及んだかという

ことにもなるんですが、この意見の中には何

らありません。金抜きでこれでよいかという

のは問われております。議会は議決を求めら

れているんで、確信をもって議決に参加でき

るような条件を確立する、あわせて委員会は

委員会構成員以外の者がこの報告をもとに判

断をすると、その下審査ですから、しっかり

と判断できるような報告をするということが

大事ですから、その点はどう心得てやってこ

られたのか説明してください。 

○議長（北川嘉明） 花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 歳入の３の県の新財政構

造改革におけるというこの点については、先

ほど答弁したとおりです。 

 歳出４の負担金の件ですけれど、負担金の

件につきましても先ほど上田議員の答弁にか

えさせていただきます。同じです。 

 それから、歳入の機能強化とは何を指して

いるかということを言われたんですけれど、

それも先ほど上田議員の答弁に…… 

（「それだれも言うとってないよ」の

声あり） 

 違いますか。だから、機能強化ということ

は、町の滞納とか徴税をアップさせるように

努力すると、していただくという意味を指し

ています。 

 それから、県の…… 

（「予算委員がもっと取りまとめてち

ゃんと委員長報告させてくれえやあ」

の声あり） 

 県の行財政の住民負担は、これはどういう

ことやったかいね、ちょっとそれを飛ばし

て、歳出のまちづくりの件については、裏づ

けは何かということを言われたんですけれ

ど、それも先ほど答弁したとおりです。いろ

いろの、ちょっとどうやったかいな、各種団

体の補助金が平等に整理し節減されるように

ということを意味しています。 

 それから、総務の自主財源に努めるとは、

本会議でも質疑がありました議員の声を全部

上げて当局に議会としての意見を注文をつけ

ております。 

 それから、入札の不正防止については、無

駄を省く……。 

 入札不正防止、無駄を省くと、公平に行う

というふうに申し入れをしております。 

 それから、後期高齢者は徹底したら住民に

お知らせしたらよいのかということなんです

けれど、住民の立場に立ってよく理解してい

ただけるように周知徹底してほしいと、こう

いうふうに申し入れしております。 

 それと、健診率を高めて町民の健康を守っ

ていくと、維持管理していくように努めてほ

しいということを強く申し入れています。 

 それから、ごみは運搬費だけではないと言

われたんですけれど、具体的に何人かの委員

の方から申し入れをし、経費が節減できるよ
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うに強く要望をしております。 

 それから、農林水産の特産品は何を指して

いるかということですけれど、これは皆さん

ご存じのようにいろいろ特徴をとらまえた製

品をつくり、いろんな交流会でいろいろアピ

ールしていると。後継者育成はだんだん後継

者が減っているんですけれど、新しいことに

関心を持って何人かが強く取り組んでいると

いうふうにお聞きしております。 

 それから、給食センターのことですけれ

ど、これも委託してこれでいいのかというこ

となんですけれど、その前に上田議員のとき

に答えたとおりで、あとは給食特別委員会が

できておりますので、そちらの方に全面的に

お譲りして、余り詳しくはそれ以上は出てお

りません。 

○議長（北川嘉明） 繰出金とか委託料のと

ころはどうですか。繰出金と委託料について

はどうですか。 

 続けて答弁。 

○花畑奈知子議員 それについては出ており

ませんので、協議しておりません。 

○議長（北川嘉明） 何点か抜けてると思い

ますが、ほかに質疑ありませんか。 

 もう一度お願いします。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 くどくど言うつもりはない

んやで。ないんやけども、最初に言うた意見

はどういう意味を持つかというのは、そうい

う答えせなあかんがな。そうやろう。注文を

つけたいんやろ。注文をつけるとは、これじ

ゃぐあい悪いということがなかったら注文つ

けんでもいいわけじゃ。分かる、あんた。

私、言うたんやから。それで、委員会は下審

査機関やから、構成メンバー以外がよく判断

できるように報告をすんや。その答えもない

んやで。これ基本的なことなんやから。私、

言うたやん。書いとうへんのかい。言うとる

がいな。言わんこと言わへんのじゃ。 

 だから、こういう意見ということについて

の考えがきちっと整理されないまま、そこで

審査をされたからというてこういうことがあ

りました、こういう答えを得ております、そ

りゃ違うやろうと、私はそれ言いよるんや。

分かったか。そっちが分からんだら、それこ

そさっきの話じゃないけども、かじ取りでき

へんじゃろ。それを私は言いよるんや。 

 周知徹底、高齢者でも単純にそういうふう

に分かれば分かるほどに私聞いたんや。今そ

うなんですよ。どう責任をとっていかなあか

んかというぐらいのものですわ。 

 それから、特産品とか後継者についても当

たり前なんですが、これらのことは、ただ何

をどう育成せよというのかというのが大事な

んや。ああ、なるほどと言わしめなんだら。

後継者についてもそうです。今、深刻です。

その深刻な中でどうしたらこういう後継者が

出てきて育っていくんかということなんよ。

それも分からなんだらおかしいですよ。 

 それから、商工費についても行政が積極的

な役割、どんな役割を果たせと注文つけたん

やと言うとるわけ、つけるんやと。なかった

ら、結局これこんなんが出ましたというだけ

に済んでしまうから言ってるわけですわ。 

 また、健診についても、機会の拡充がなか

ったらそれ以上広がらんだろうと。まして

や、何でテレビの番組を持ち出したかと言い

ますと、信頼関係によって大きく違うんで

す。それらのこともしっかりと注文をつけて

いくんなら注文をつけていくようなことにし

ないといけないということを私は言ってるん

です。違いますかね。 

 それから、機能強化の問題も集めてくださ

い。機能をどう強化するんかというて、こう

いうふうにしてはどうかということなんです

よ。違いますか。 

 それから、県のことについても、住民に理

解が得られるように求めることといって、も

うとうにこれ進んでしまっておりますね。そ

ういう中でどういう理解を得て辛抱しなはれ

と言うてんですか、これは。違うんじゃない

ですか。県に意見を言わなあかんのちゃいま

す、議会も。あわせてやることがあるはずで

すよ。 
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 それから、共通の中のまちづくりの企画段

階からいうことは、裏づけというのは何かあ

りますわね、私何回も言うてます、ここで。

自治基本なり、条例なり、住民参加条例な

り、担保すべきものをつくれということなん

や。そやなかったら、こんなもん言葉です

よ。それこそが注文と違いますかと言うとる

んよ。 

 危機も私が言うたのは、単純に財政危機と

いうのは、これを何も知らない職員がおった

らもう話にならんけれども、幹部を含めて危

機意識が欠落しとるんとちゃうかと思います

し、これは財政面、それから全体の管理面が

重なる部分ですから、職員研修で改革意欲に

結びつくものなのかなと思いますから聞い

た。一緒くたにしたら、これ難しいですよ。

そういうふうに思いますが、いかがですか。 

 それから、負担金補助なんかについてはと

ことん目的に従って整理をしていかないとい

けないんですが、それぞれの補助、負担、交

付の基本的な考え方が整理されておらないと

削減整理はできないんですよ。だから、つき

合い的なものまで整理をまだし切らんという

ようなことがあるから、この点についても注

文に値しないんじゃないかなと思うんで、具

体のことをやらないといけないと思うんです

が、その点があります。 

 それから、スリムでというのはどう考えと

ってんですかと言うたんですよ、私は。今の

ような組織体制ではスリムで効率的にならな

いんじゃないですか。そういうことまで踏み

込んだことがこの中に秘められとるなら秘め

られとると、内容ですという説明が欲しいわ

けですよ。 

 それから、入札制度についても一般競争入

札をもうとうにというようなことではやって

おりますというて言うてますやん。もう徹底

を図ることと無駄を省くということの中に公

平性、透明性が求められるんですよ。そうい

うようなことが具体に書かないといけないん

ですよ、こういうことは。何も分からんでし

ょう。もとに不正入札を防止、不正入札があ

ったんですか。 

 ここらが大事になると思うんです。だか

ら、あえて私は分かっとるのが何を言うよる

んやと言われるかも分からんけども、こうい

う下審査機関としての役割を果たしてないと

思うんで、あえて言いよるんですよ。違いま

すかね。説明してください。 

○議長（北川嘉明） 委員長、暫時休憩し

て、委員協議していただけますか。 

 この際、暫時休憩します。 

（休憩 午後２時16分） 

（再開 午後３時39分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般会計予算委員会委員長花畑奈知子議

員。 

○花畑奈知子議員 休憩中に全員協議会を開

いて事前調整をさせていただきました。 

 次のとおり答弁します。 

 下審査機関として役割を十分には果たした

つもりでしたが、審査報告内容に不満もある

かも分かりませんが、以上のとおりですの

で、よろしくお願いします。 

 ただし、当局に対しては、まとめた意見を

真摯な態度で前向きに取り組んでいただきた

いという意見をつけて報告を終わります。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ９番嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 何点かですけれど、ダブら

ないようにお尋ねします。 

 まず、給食費の部分で、先ほどの答弁で給

食センター特別委員会であるから、そっちの

方に振るというふうなことの答弁がありまし

たけれど、それと今回の予算委員会とは別物

だと思います。それで、そのことの委託にし

て人件費で7,000万円にもなると、いわゆる

1,000万円のアップになってますね。これに

ついては予算委員会でどこまで審査されてお

りますか。その点、再度お尋ねします。 

 それと、ごみ収集につきましても先日同僚

議員からの加古川での新聞報道を各全員にお
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知らせいただきました。それについてその後

予算委員会が開かれておりますので、その資

料等を非常に内容的に、言いましたら有意義

に加古川で改革をされております。それにつ

いてこのごみ等の収集運搬経費の節減に努

め、負担金の軽減を要望するということを審

査意見の見地ですけれど、どこまですばらし

いというか、大きなもの50％ぐらいの軽減に

なる情報を得られれば、当然予算委員会の中

で検証をすると思いますけど、その検証をな

されたかどうかということと、それから例を

挙げますと、特産品の育成を図ることという

ことで書いてありますが、本来この特産品の

育成を図ることですけれど、当然予算でその

育成を図ることが十分にできてるかどうかと

いうことと、各高齢者の健康づくり云々の欄

もありますが、これについても高齢者が安心

して生活を送れるように努めることと書いて

ありますけれど、いろいろなことを言いたい

んですけれども、全体について予算と意見と

の整合性はどこまで審査の対象に入っている

かということをお尋ねします。 

○議長（北川嘉明） 花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 給食の特別委員会がある

から、そちらに譲って私たちは考えないとい

うような、そういう意見は別段出ていませ

ん。以上、そこに報告してあるとおりしか審

議しておりません。 

 それから、ごみ収集については、加古川の

件も資料を皆さんいただいて、確かにへえっ

とびっくりしました、私自身も。けれども、

それを例に挙げてどこまで検証したかと言わ

れましたが、その時点ではただ新聞報道を見

ただけで、はっきりと分かりませんので、検

証していません。 

 それから、特産品の育成ということですけ

れど、これは特産品がイチジクとみそ、それ

に関係するいろいろ品物をつくって販売し、

アピールしておられますけれど、そういう農

業委員会の関係でそばをつくっていこうとい

うことで、５名の方が若者が申し出られて、

結局は３名に人数が減ったけれど、その人た

ちは特にそばを育成して太子町に広めたい、

全国に広めたいというふうに希望を持ってお

られるというように聞いていますので、すば

らしいことやなと、大いに進めてほしいとい

うふうに話し合いました。 

 高齢者が安心して暮らせるかということで

すけれど、安心して暮らしていけるように、

そこに報告しておりますように、皆で話し合

いました。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑ありません

か。 

 嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 立ったらまた制限されます

んで、私の問いは、問いの答えになってませ

んので、再度、これ座ったらもう制限されま

すんでね。だから、私の問いを分かっとって

ないんですわ。私は整合性があるんですかと

いうこと、それが審査されとるんですかって

尋ねてるんです。そばがどうのこうのって尋

ねてませんよ。 

 それから、給食センターについても、人件

費がその金額について審査されましたかとい

うことを尋ねとるんですよ。全然答弁になっ

てません。まあ、座るわ。 

○議長（北川嘉明） 花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 給食センターのことは前

の上田議員の質問のときに答えたとおりで

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 予算と意見が整合して

ますかというところの答弁お願いします。 

 花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 桜井議員や上田議員のと

きにも出たと思いますが、前の答弁のとおり

です。 

（嶋澤達也議員「出てないやんか、桜

井議員も上田議員も」の声あり） 

○議長（北川嘉明） よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（嶋澤達也議員「議長、そんなん答弁

なってないやん」の声あり） 

 再度、じゃ、質問してください。 
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 嶋澤達也議員。詳しく質問してください。 

○嶋澤達也議員 だから、予算委員会として

本当の予算審査ですから、こういう意見をい

っぱい書いておられますけれど、それについ

て予算はこんだけ見合うというんかな、こと

を審査しておられますかということを尋ねて

おるんですよ。何も難しいこと尋ねとるんと

ちゃいますよ。だから、審査しとった、審査

しとるというて自信を持って答えてくれりゃ

いい。それ以上、わし何も言いよるんとちゃ

いますよ。 

○議長（北川嘉明） 花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 全体会で質疑されたそれ

ぞれの議員の名前も挙げて、７人の委員が徹

底して行政に対して議員の声は届くように質

疑させていただきました。 

（嶋澤達也議員「動議」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 暫時休憩します。 

（休憩 午後３時50分） 

（再開 午後３時52分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 花畑奈知子議員、続けてください。 

○花畑奈知子議員 審査に当たっての３番に

上げておりますように、各課の平成20年度に

おける重点目標や取り組み姿勢を聞いた後、

それぞれの事業内容ごとに質疑を行い、審査

いたしました。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑ありません

か。 

（「議長、これ削除せいよ、それ」の

声あり） 

（「なし」の声あり） 

 ないようですので、これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。 

（「動議」「動議賛成」の声あり） 

 内容を言ってください。 

○服部千秋議員 失礼いたします。 

 平成20年度太子町一般会計予算案の修正動

議を提出いたします。 

○議長（北川嘉明） ただいま服部議員から

議案第19号平成20年度一般会計予算の修正の

件について動議が提案されました。 

 ただいまの動議について賛成者があります

ので、成立しました。 

 この際、暫時休憩します。 

（休憩 午後３時52分） 

（再開 午後４時40分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 議案第19号平成20年度兵庫県太子町一般会

計予算の修正の件についての動議を追加日程

とし、議題とすることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

よって、この動議を日程に追加し、審議する

ことに決しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第１ 議案の第１９号 平成２ 

         ０年度兵庫県太子町一般 

         会計予算に対する修正動 

         議 

○議長（北川嘉明） 追加日程第１、議案の

第19号平成20年度兵庫県太子町一般会計予算

に対する修正動議を議題とします。 

 ただいま服部千秋議員外１名から議案第

19号平成20年度兵庫県太子町一般会計予算の

修正の件に対する修正案が提出されました。 

 ここで提案者から説明を求めます。 

 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 失礼いたします。 

 予算特別委員会の委員でありながら修正動

議を提出し、申しわけございません。不手際

の悪かったことをおわび申し上げます。 

 では、議案第19号の修正案の趣旨説明をさ

せていただきます。 

 お手許にはこの修正動議に関する修正案が

配られているとおりでございます。 

 当局に対しては、議会の意思として、議会

運営委員会、全員協議会を経て、昨年12月６

日付で議長名で、町民の相談に応じたり、ま

た議員の控室、相談室となるべき議員用の部
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屋とその職務遂行に必要な役場で使えるコン

ピューターやケーブルテレビの放映について

の調査、研究、協議の開始等を当局に要求し

てきましたが、12月14日付でできない旨を主

体としたご返事がありました。 

 議会側が言ったことに対して何も100％か

なえるべきだというつもりはありませんが、

予算を組まれるに当たって、当局がその気で

あれば議会側との話し合いを持っていただい

て、議長や議会運営委員長等と話し合ってい

ただくこともできました。予算に反映してい

ただくことができたわけですが、そういうこ

ともされることなく、文章で正式に断られた

だけの状態でありました。 

 予算委員会のときの町長とのやりとりの中

で、私の方から修正案に触れる発言もしてい

ますし、また本会議の席上でもいつもは声を

荒立てない私が情報共有に前向きととれない

当局の姿勢に対して物を申させていただいた

ことはご存じのとおりです。 

 本日、朝の全員協議会の席で、コンピュー

ターだけでも議会にということを議員の皆様

に投げかけ、この修正案を提出させていただ

いております。 

 当局はよく当局と議会は車の両輪としてと

言われるわけですが、私は当局に敬意を払っ

ています。はっきりと敬意を払って接しさせ

てきていただいたと申し上げておきます。ま

た、特に職員の皆様にはお仕事ご苦労さまと

いう気持ちでおります。 

 しかし、当局は議員のことを中にうるさく

聞こえることを言う議員がいると、議会とは

文句を言うものだと受け取られているのでし

ょうか。車の両輪という言葉にしても、情報

の共有ということについても、どうも当局は

口で言われることとやられることが違う場合

があるように思われます。 

 議員にはいろんな人がいるのは当たり前で

すし、当局と違った意見を言う議員が悪い議

員ではありません。当局からは議会の方を向

いて仕事をしてしまうことになるとの、議会

の方を向くことに否定的に聞こえる答弁もあ

りましたが、私たち議員は町民の皆様の方を

向いて仕事をしており、当局が議員の方を向

いて仕事をされても、それはすなわち私たち

の向いている方向、すなわち町民の皆様の方

を向いているのと同じであり、つまり同じ方

向のベクトルで仕事をしているわけですか

ら、もちろん議員それぞれには考え方の違い

はありますが、それぞれの議員がそれぞれ町

民の皆様のために責務を果たしているのです

から、議員が言っていることに対して、当局

は謙虚であってほしいと思います。 

 情報の共有は大切なことであります。ま

た、近隣の姫路市やたつの市を見ても議会に

は複数の部屋が割り当てられています。私た

ちの太子町とは雲泥の差であります。また、

議会がホームページを作成するにしても、コ

ンピューターは必要です。議会事務局職員の

コンピューターをさわらせてくださいという

わけにもまいりません。調査するためにはコ

ンピューターも必要です。 

 現実的に無理なことについては、当局と議

会はお互いに話をし合えばいいわけです。現

実的な解決策をこのことに限らず、当局も議

会も真摯な姿勢で前向きに切磋琢磨しながら

よい緊張関係を持って町民の方を向いて取り

組んでいくべきだと思います。 

 このたびは従来から議会として正式に求め

ていたコンピューターとそれにかかわる部分

について修正を求め、情報を共有し、議員活

動を少しでも充実させ、町民のために働きた

いと考えるものであります。 

 当初、議会費の中で予算組みをと考えまし

たが、議会事務局のコンピューターも予算書

の63ページの電子計算機費の中で処理されて

いるため、議会用のコンピューター、プリン

ター、インターネット接続料ほかをここに入

れて修正案を作成いたしました。 

 私は、当局と議会が切磋琢磨して情報を共

有しながら町民の皆様のために働けるという

ことを望んでいます。本修正案については何

も町長の執行権を侵すものではありません。

私の気持ちは予算特別委員会や本日朝の全員



－314－ 

協議会で述べさせていただいたとおりです。

この趣旨にご理解の上、議員の皆様のご賛同

をお願いしたく、心からお願いを申し上げま

す。 

（「内容説明せんのんかいな、そんな

一般論だけ述べて」の声あり） 

 内容につきましてご説明を申し上げます。 

 お配りしています２ページでございます

が、平成20年度兵庫県太子町一般会計予算修

正案。議案第19号平成20年度一般会計予算の

一部を次のように修正する。 

 第１条中「83億6,915万1,000円」を「83億

7,015万1,000円」に定める。 

 第１表歳入歳出予算の一部を次のように改

める。 

 ここの表に書いておりますように、繰越金

のところの額を１万円増し、歳出に当たって

は総務管理費のところを繰越金を100万円の

分を歳出の総務費のところで100万円という

ことでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ２款１項７目電子計算機費のところで、先

ほど申しました100万円を追加し、議会用の

コンピューター、プリンター、インターネッ

ト接続料ほかに使いたいという提案でござい

ます。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 間もなく定刻の５時が

来ますが、会議規則第９条第２項の規定によ

って会議時間を延長します。 

 提案理由の説明が終わりました。 

 これから修正案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 13番村田興亞議員。 

○村田興亞議員 ただいまの修正提案につき

まして質疑をさせていただきます。 

 まず、発議者として服部千秋議員がただい

ま趣旨説明があったわけでございますけど、

午前中の全協あるいは予算委員会の委員長の

報告については、先ほどご存じのように、審

査結果については全員賛成で可決すべきもの

と、こういうことで我々は全議員が予算委員

会については賛成をされたと、こういう解

釈。 

 しかも、服部議員の発議者に対しては予算

委員会に入られているわけです。先ほど趣旨

説明の中で入っておりながらということはあ

りましたけど、やはりそういう議会のルー

ル、そういうことについてしましたら、その

時点で自分の意見を一部留保するとか、ある

いはこれについてはおかしいということで十

分論議する時間もあったと思うんです。その

中で全くされず、それから意見留保あるいは

それに対しての審査意見も出ていない段階

で、我々はこの段階できちっと全員賛成とい

うことを報告を受けた後に猪突にこういうこ

とを、あなた自身としては修正動議を出すと

いうような発言はあったとしても、我々議会

としてのルールではこういう形できちっとき

ょう出されたということについては非常に不

可解も感じますし、やっぱりルール、それか

ら片方では全員賛成をしとって、今回につい

てはこれはおかしいんじゃないかということ

に対しては非常に疑義を感じますので、その

辺についての提案者の答弁をお願いいたしま

す。 

○議長（北川嘉明） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 先ほども皆様に私の方から

最初におわびをさせていただきましたよう

に、私の不手際の事柄につきましては本当に

おわびを申し上げます。 

 予算委員会の中で委員協議を委員長の方に

も私申したいことがあるので、時間を少しい

ただけませんかということを申し上げ、して

いただきました。また、その日だったと思う

んですが、議会事務局の方にこの修正案をつ

くってもらえないかという相談もしました。 

 しかし、その委員会の協議の中で、これは

フリーにトーキングをしていた部分でござい

まして、記録に残っていないんですけれど

も、同じようなことについてはお話をさせて

いただきました。 

 しかし今、村田議員がおっしゃられますよ

うに、私自身の不手際の部分があります。こ

のことについては改めておわびを申し上げさ
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せていただきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 村田興亞議員。 

○村田興亞議員 おわびはいただきましたけ

ど、そこでちょっと１点だけ確認したいの

は、あなたは予算委員会の中に入って、今提

案がありました電子計算機器の件について十

分そういうことを当局と含めて議論されまし

たか、それだけ確認しておきます。 

○議長（北川嘉明） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 議事録ができ上がりました

らお読みいただきましたら、多くの発言を、

ある方はその中にいた人が後でしつこいぐら

いやったと言ってた方もおられましたけれど

も、私もしつこいほど申し上げました。 

 これはご承知のとおり、ここの本会議場に

おいても私は八幡副町長に対しても申し上げ

ましたし、また予算特別委員会の中でも町長

に申し上げたところであります。 

 私は何も当局とけんかをしたいと思ってい

るわけではありません。しかし、議会が議長

名で出したものに対して、私はよくこのこと

に限らず、自分が相手の立場だったらどうい

うふうに自分が対応するだろうかなと思って

行動しておりますけれども、手紙で無理です

ということだけでなくて、一緒にもし協議し

ようというお気持ちが本当にあるのであれ

ば、わしらこう思うけどな、ここ実際無理な

んやけどなというふうに話し合って、当局も

また反対に私たち議会も当局に対して接して

いくべきだと思っております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ４番上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 修正案に対しまして質疑を

させていただきます。 

 発議者のお二人は予算委員会でおられたと

いうことで、今先ほど村田議員の方からも質

問がありましたが、恐らく謝られておられる

のはこの行為に対してのことだろうと思いま

す。 

 私も確かにその議会のルールに対しまして

は謝ったことには過去にはございましたの

で、強く言えない立場でもあるかもしれませ

んが、今回の件は、やはり議会が求めておる

内容、部屋の確保であったり、議会が活動す

るためのさまざまな活動を獲得していくため

には当局に議会運営委員会としてのまとめ、

それを当局へ投げ、そして返答いただく中に

も私はもっともだなと考えるところは、その

使途あるいは理由がどれだけしっかりしてお

るかということが大切であるのではないかな

と。 

 確かにパソコンであったり議会が活動して

いくための、先ほども説明の中で進んだ議会

の形としての情報の共有あるいは調査、そう

いった意味では、使う道具としては私も求め

たい気持ちは同じでございます。しかし、お

っしゃるように、予算委員会におられた、論

理的におかしい内容ではあるわけです。 

 今回求められた理由を謝ることなく、どう

しても欲しいんだという理由を述べていただ

きたいというのが１点。 

 もう一点は、具体な使途についてどうお考

えか。私も議運の中で早くから議会の改革案

に対しましては意見を述べ、それに対し、必

要ではないかということで声を上げてきた人

間であります。検討を現在も行っている中で

の一致がとれていないがゆえにこういった形

になっておるのではないかと私は感じておる

わけですが、その内容との間について述べて

いただきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 なぜこのときにかというこ

とでございますけれども、私、予算委員会の

ときも本当に悩んでました。それから、終わ

った後も本当に悩んでいました。 

 しかし、根本的なことは、議会の立場とし

ては、私は個人的なことを言わせてもらえ

ば、全部が全部議会の中の決めてることが全

部同意でないことであっても、議会全体が議

運を経て全員協議会を経て決めたことについ

ては、私の意向に沿わないことであっても従

い、そのようにさせていただいております。 
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 このことにつきましても、議運を経て、全

員協議会でこれで当局に出しますよ、よろし

いなということを全員協議会で確認をされ、

そしてその上で当局に対して文書を出されま

した。したがって、これは議会全体の意向と

して議長の名前で当局に出させていただいた

ことであります。 

 そういう観点からいって、私個人とかだれ

だれさんとかでなくて、議会全体として申し

上げたことに対して、その後議長さんなり議

運委員長さんなりとお話し合いをされて、わ

しらこう思うけど、ちょっとこの辺無理やで

とか、例えば私は個人的には、部屋をほんま

に今きちっとそんなんできるかなという、そ

ういう疑問の面もないわけではありません。 

 ですから、私個人的には現実的にできるこ

と、できないこといろんなことがあると思い

ますから、私そういうことも思ってますけれ

ども、しかしながら先ほども申しましたよう

に、議会として文章を取りまとめ、議長の名

前で、つまり議長が議会を代表してるわけで

すから、議長の名前で当局にこういうふうに

思いますということを言ったわけです。 

 それに対して、そういう返事であったの

と、予算委員会の中においても、これから考

えれなくもないというニュアンスの発言も当

局からあったことも事実でございますけれど

も、そのときにも予算委員会で私申し上げた

んですが、そういうふうにおっしゃるんだっ

たら、議会が正式にお願いしたときに、先ほ

どの繰り返しになりますけれども、議長や議

運委員長と話をしていただいたらどうだった

んですかということは、そのときにも話をさ

せていただきました。 

 ですから、私は議会全体というものにこだ

わっているのでございます。議会というもの

を、私は当局も尊重しますけれども、当局も

議会を尊重していただきたいと、そのように

思っているのであります。 

 それから、今上山議員から使途の件につい

てご質問がございました。私たちが議会でま

とめたときの大まかな大体これぐらいのコン

ピューターの台数にしようじゃないか、プリ

ンターも要るじゃないかとか、そういうよう

なことでございました。そして、全員協議会

で朝皆様方にご説明をさせていただきました

とおり、町民の皆様に対するホームページ等

も、また私たちもぜひかかわってやっていか

なければならないと思います。 

 実際問題、議会の職員の皆様の机の上のコ

ンピューターを私たちが勝手にさわるわけで

もありませんし、私たちが議会活動を充実さ

せていくためにそういうホームページを作成

するようであるとか、私たちがいろいろこの

本会議でも八幡副町長とのやりとりの中でも

私申しましたけれども、私たちがどうしても

いろいろ調べなければならない、こちらにい

る場合、そういうこともありますし、委員会

の中で私たちがいろいろやっている中で、ど

うしてもこれ今要るというような場合もある

かと思いますが、現実的にはなかなか私たち

が自由にできる状況になっていないため、そ

ういうものを充実させて、私が趣旨説明でも

申しましたように、当局と切磋琢磨しながら

いろんなことに取り組むためにぜひとも必要

であると、そういうことでお願いをさせてい

ただいております。 

 もしこれで答弁が不十分でしたら、また聞

いていただけたらありがたいと思います。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 言いたいお気持ちというの

は、私も議員としておる中で、やはり当局の

答弁が私が思っておる部分を補っておらない

なと思う場面も確かにございます。また逆

に、質問の内容についても同じことも言える

かもしれません。 

 ただ、使途については、やはり我々も予算

を審議する折には、このお金の使途はどうな

んだという細かいことを何に使いますかとい

うことまで聞くこともございます。そういっ

た部分を考えますと、我々議会が獲得しよう

とするものが一体どのような形で、本当にこ
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ういうふうに使いたいんだ、こういうふうな

メリットがあるよということが私が具体的に

聞きたい部分なんですが、そこは意見として

お持ちでは今回はないということでしょう

か。 

○議長（北川嘉明） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 お答えをさせていただきま

す。 

 先ほども申しましたように、ホームページ

ですとか、私たちがいろいろ活動していく際

に必要であると思っています。 

 それ、済みません、ちょっと具体的にどう

いうこともと言われているのか、もし言って

いただいた方が答えやすいわけですけれど

も、私はこれは具体的にいろんなことを、私

も家ではいろいろ調べますけども、いろんな

項目、例えばこのたびで言いますと、倫理条

例の中の道交法の部分がありましたから、そ

の何条とか引いて、これはどういう項目、い

ろいろ調べましたが、どうしても議会に来た

ときにいろいろやりにくいといいますか、ど

うしても時間的なロスの部分とかありまし

て、私たちが当局と、これは個人的な意見に

なりますが、対等といくまで私個人ができる

とは思っておりませんけども、私たちがいろ

いろ調べていったり、そういうようなことの

ときにも非常に役立つものであると思ってお

ります。 

 もしこれで足りなかったら、また聞いてく

ださい。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから修正案に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、修正案反対の方の発言を許します。 

 11番熊谷直行議員。 

○熊谷直行議員 反対討論をさせていただき

ます。 

 まず、この修正案の中身について、私は特

に賛成反対という立場ではございません。 

 きょう午前中の全員協議会で服部議員から

説明があったときにも申し上げましたけれど

も、今回のこの修正案の発議者が服部議員と

井川議員ということで、先ほど村田議員の方

からも質問ありましたけども、一般会計の予

算委員に入ってると、この報告書にも全員賛

成で可決したと、こういうことが報告されて

おります。 

 服部議員もおっしゃられておりますけど、

やっぱり議会と行政は両輪ということですの

で、やはりそのためにもルールというものは

守っていかなければならないと思います。私

も過去議会運営委員会の委員長もさせていた

だいたり、議長も経験させていただきまし

た。そういう中で、やはり決めたことは守っ

ていかないと、議会運営というものは成り立

たないと思います。 

 今回の件にしましても、３月18日の予算委

員会で全員賛成という可決されて10日もたっ

ていない今日、きょうですね。修正が出てく

るというのも私はいかがなものかなというふ

うに思います。 

 全員協議会のときである議員から一回決ま

ってもやはり流動的であるというお話も出ま

した。ものにもよると思いますけども、例え

ば緊急性、これ以降に太子町においていろん

なことが発生して、どうしても修正しなけれ

ばいけないことであれば、やはりそれは素直

に受け入れて修正も考えていくべきかと思い

ますけども、この件については、私はそうい

う緊急性もありませんし、あえて修正案を出

すべきものではないというふうに判断いたし

ますので、私は反対といたします。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 次に、修正案賛成の方

の発言を許します。 

 ９番嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 この案について賛成の討論

をします。 

 まず、いろいろなご意見、いろいろとルー

ル云々とはあろうかと思いますが、やはり議
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会改革の一環として、お役所仕事でずるずる

というんじゃなしに、こういう機会をまず有

効に使って、それと予算委員ということもお

っしゃってますけれど、やはりそれなりの考

え、何とかしたいということのあらわれでこ

ういう提案されたと思うこと、それについて

の議員としての発言、その要求等は何人もと

められるもんでないと。 

 ルールということをおっしゃいますけれ

ど、やはりそこにルール、ルールは確かにそ

うだと思いますけれど、やはり一日でも早

く、それなりの前向きな姿勢を何とかしたい

ということを理解されて、議会改革のため進

んでおられることについて私は評価をして、

賛成討論といたします。 

○議長（北川嘉明） 次、修正案反対の方の

発言を許します。 

 ４番上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 私はこのパソコンを議会の

中に持っていくと、獲得したいという気持ち

は同じでございます。ただ、先ほどから使

途、それから今回求められた理由についてお

聞きする中では、どうしてもそれに対して議

会改革で求める実現をしようという答えが見

えないように感じました。 

 また、現在議会運営委員会でも検討をして

おる中でのことの内容について、個人の意見

が確かにばらばらの中では、使途についても

果たして用意ができた中で、使用が十分に機

能として生かせるかというところでは疑問を

感じざるを得ません。 

 そういった部分から、議会としましては、

今後その改革の項目をしっかりとまとめ、当

局に納得いく形でこれをどうぞ使ってくださ

い、住民に生きる形で使ってくださいという

形で求めてこそ住民サイドが言う、服部議員

の言うベクトルの方向が同じであると考えま

す。 

 そういった意味から、今回での予算委員会

のメンバーである２人、そして今回の先ほど

のお答えの中からのまとめとして、今修正動

議には反対をいたします。 

○議長（北川嘉明） 修正案賛成の方の発言

を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これより議案の第19号平成20年度兵庫県太

子町一般会計予算に対する修正動議について

採決を行います。 

 本修正案に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手少数） 

○議長（北川嘉明） 挙手少数であります。

よって、修正案は否決されました。 

 暫時休憩します。 

（休憩 午後５時11分） 

（再開 午後５時11分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程第13、議案第19号平成20年度兵庫県太

子町一般会計予算についてこれから討論を行

います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ただいま上程をされており

ます20年度の一般会計予算につきまして反対

討論をいたします。 

 予算編成の基本的な考え方で示されており

ます本町が実施する事業を再度見直し、限ら

れた財源を優先度の高い事業に充当し、効果

的で身の丈に合った町政を展開していくこと

が求められておりますということには、私も

同感であります。 

 しかし、総括質疑並びに各予算質疑でも主

張いたしましたように、住民税など相次ぐ負

担の増大等で住民生活が疲弊している中での

本年度の予算であります。編成の基本的な姿

勢としては、軸足を住民の福祉、暮らしを支

えるということに置くべきであります。しか

し、その内容は、一部の必要な施策が見られ
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ますものの、全体としては暮らし、福祉関係

費の削減、切り捨てという国や県に追随した

内容となっております。 

 地方自治法が自治体の基本的役割と定めて

おります住民の福祉の増進とは、町民の命、

暮らし、人権を守ることであります。質疑等

で言いましたことは繰り返しませんが、主張

した内容こそが今日における住民が安心して

住み続けたいまちづくりにつながるものと考

えます。 

 また、自己決定、自己責任を住民に求める

前に、特別職が率先してその責任を果たすべ

きであります。にもかかわらず、特別職の給

与削減の継続を昨年度には口にしながら今日

に至るもその条例は提案されておりません。

これでは自己に甘く、住民に厳しいと言われ

ても当然であります。みずからに厳しい姿勢

で臨むべきであります。 

 他の市町では、財政が厳しい中でも子供の

医療費無料制度を小学校６年生までとするな

ど住民の暮らしや福祉を守り、充実させる施

策を展開しております。これらを見習うべき

であります。 

 具体のことでは、委託料、工事請負費等の

個々の事務事業に対する予算積算の根拠を示

さず、白紙委任を求めていることは到底容認

することはできませんし、高値落札や無駄に

つながる入札制度を改善して、条件をつけな

い一般競争入札を実施すべきであります。 

 繰出金についても、国民健康保険、介護保

険会計などへの繰り出しと、皮革汚水前処理

場への繰り出しを同列視するのではなくて、

前処理場はあくまで原因者の負担が当たり前

であります。その財源を国保等への支援に回

し、社会保障皆保険制度の維持、低所得者等

の支援、介護助成などその拡充に回すべきで

あります。 

 給食問題についてでありますが、洗剤混入

事件と米飯の全面委託を機に安全・安心の給

食供給体制等について、原点から改めて検討

し直すことが肝要であります。 

 負担金補助交付金についても、目的と性格

に基づいてその内容を検証し、質疑でも言い

ましたように、智頭線等の負担等抜本的整理

が必要であることを指摘しておきたいと思い

ます。 

 なお、町債、公債費の負担を軽減すること

は、今後の財政健全化にとって不可欠であり

ますので、財源が許す限り、早期に繰り上

げ、借りかえを実施するよう求めておきたい

と思います。 

 最後に、議会費、議会と議員活動につい

て、施政方針では、自治と連携による力強い

まちづくりの中で、これからのまちづくりに

は協働という視点が重要であり、町政への住

民参画や協働のまちづくりを進めるため、ま

ず行政の持つ情報を町民の皆様や議会、企業

と共有し、共通の価値観を持つことが必要で

ある。情報公開と説明責任を十分に果たしな

がら相互理解とパートナーシップを深め、協

働のまちづくりを進めてまいりますと言って

おります。 

 また、町政の進展と住民福祉の向上に新た

な決意で臨み、英知の結集と創意工夫を持っ

てこの難局を乗り越えていく所存。今まで以

上に住民、議会、行政が一体となり、総合計

画の基本的目標、“和のまち太子”の実現に

向け、効率的で効果的な行政運営に努めて、

住みよい地域づくりに全力を傾注してまいり

ますと言っております。 

 ということが本意ならば、議会が要求して

いる議員同士や住民との相談、協議する場を

確保し、パソコンが使用できる環境の整備が

不可欠であります。早急な対応を求めるもの

であります。さらに、基本構想、基本計画の

抜本的見直しで、これこそ身の丈に合う町政

になる方向に整理をする必要があると考えて

おります。 

 これらの意見を申し述べまして、本予算に

反対討論といたします。 

○議長（北川嘉明） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 原案反対の方の発言を
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許します。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 予算に反対いたします。 

 理由は、中身が全然血が通った予算になっ

ていない。先ほども言いましたように、高齢

者、弱者、特に年寄り、早死ねと言わんばか

りの予算であります。 

 私がずっと精査した中で、歳入では、ざっ

とですけれども、非常に甘い見方してでも

3,000万円ほどの歳入が見込めるものがあり

ます。歳出にいたしましては、これはちょっ

と厳しいか分かりませんけれども、私の試算

では４億5,000万円、合わせて５億円近いも

のが、当然私はもう十分見直される金額が出

てくると思うんです。その辺が謙虚に出とる

のが給食センターであり、ごみ処理でありま

す。 

 したがって、弱い人々、まして高齢の老人

に対するそういった予算がないということ

で、こういう施策の予算を組むということ

は、私はもってのほかやと思います。 

 金がないならやむを得ません。しかし、金

があるのに違うところに金を回して、本当に

困っておられる人たちに対しての手当てがで

きておらないということが私はこの予算の中

で一番ひっかかるところなんです。したがっ

て、この予算については反対をいたします。 

○議長（北川嘉明） 原案賛成の方の発言を

許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 原案反対の方の発言を

許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第19号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第19号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１４ 議案第２０号 平成２０年 

        度兵庫県太子町国民健康保 

        険特別会計予算 

  日程第１５ 議案第２１号 平成２０年 

        度兵庫県太子町介護保険特 

        別会計予算 

  日程第１６ 議案第２２号 平成２０年 

        度兵庫県太子町老人保健特 

        別会計予算 

  日程第１７ 議案第２３号 平成２０年 

        度兵庫県太子町後期高齢者 

        医療特別会計予算 

  日程第１８ 議案第２４号 平成２０年 

        度兵庫県太子町墓園事業特 

        別会計予算 

○議長（北川嘉明） 日程第14、議案第20号

平成20年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計予算から日程第18、議案第24号平成20年度

兵庫県太子町墓園事業特別会計予算までを一

括議題とします。 

 上程中の議案５件については、所管の福祉

文教常任委員会に付託して、休会中にご審査

いただいておりますので、これから上程中の

議案に対する委員会の審査報告を求めます。 

 福祉文教常任委員会委員長熊谷直行議員。 

○熊谷直行議員 委員会審査報告書を読み上

げまして、報告にかえさせていただきます。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

20号。付託年月日、平成20年３月10日。件

名、平成20年度兵庫県太子町国民健康保険特

別会計予算。審査結果、可決すべきもの。少

数意見の留保、なし。２、審査年月日、平成
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20年３月11日（火）午前10時から午後４時

17分。３、審査経過及び結果、(1)審査経過

は別紙のとおり。(2)審査結果は全員賛成に

より可決すべきものと決した。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

21号。付託年月日、平成20年３月10日。件

名、平成20年度兵庫県太子町介護保険特別会

計予算。審査結果、可決すべきもの。少数意

見の留保、なし。２、審査年月日、平成20年

３月11日（火）午前10時から午後４時17分。

３、審査経過及び結果、(1)審査経過は別紙

のとおり。(2)審査結果は全員賛成により可

決すべきものと決した。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

22号。付託年月日、平成20年３月10日。件

名、平成20年度兵庫県太子町老人保健特別会

計予算。審査結果、可決すべきもの。少数意

見の留保、なし。２、審査年月日、平成20年

３月11日（火）午前10時から午後４時17分。

３、審査経過及び結果、(1)審査経過は別紙

のとおり。(2)審査結果は全員賛成により可

決すべきものと決した。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

23号。付託年月日、平成20年３月10日。件

名、平成20年度兵庫県太子町後期高齢者医療

特別会計予算。審査結果、可決すべきもの。

少数意見の留保、なし。２、審査年月日、平

成20年３月11日（火）午前10時から午後４時

17分。３、審査経過及び結果、(1)審査経過

は別紙のとおり。(2)審査結果は全員賛成に

より可決すべきものと決した。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

24号。付託年月日、平成20年３月10日。件

名、平成20年度兵庫県太子町墓園事業特別会

計予算。審査結果、可決すべきもの。少数意

見の留保、なし。２、審査年月日、平成20年

３月11日（火）午前10時から午後４時17分。

３、審査経過及び結果、(1)審査経過は別紙

のとおり。(2)審査結果は全員賛成により可

決すべきものと決した。 

 以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 以上で福祉文教常任委

員会委員長熊谷直行議員の報告は終わりまし

た。 

 これから委員長報告に対する質疑、討論、

採決を行います。 

 方法については、議事の都合によって１議

案ごとに行います。 

 まず、上程中の議案第20号平成20年度兵庫

県太子町国民健康保険特別会計予算につい

て、これから委員長報告に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 平成20年度の国民健康保険

特別会計予算に関しまして反対討論をいたし

ます。 

 本会計につきましては、質疑でも申し上げ

ましたように、後期高齢者医療に関する、ま

た条例でも述べましたように、後期高齢者医

療に係る支援費等の負担によって国民健康保

険税を13.7％も引き上げるというものであり

ます。到底容認できるものではありません。 
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 また、同制度の導入に伴いまして、特定健

診メタボリックシンドロームに対する健診の

強制で、この経費は個人負担となります。少

なくとも強制するわけでありますから、その

費用を支援することがあってよいと思いま

す。それらの財源については前処理場への繰

入金を削減することによって十分捻出できる

ものであります。 

 さらに、４月から始まる特定健診、特定保

健指導は、40歳以上75歳未満の加入者を対象

に内臓脂肪症候群など生活習慣病に特化した

健診や指導を実施いたします。しかし、これ

に伴い国保加入者が新たな負担を迫られる問

題が浮上しております。 

 これは厚生労働省が、都道府県が作成実施

いたします第１期の医療費適正化計画、

2008年から2012年度までの５年間に、１つに

は、特定健診の実施率を12年度に70％、ただ

し国保は65％と、２つ目には、特定保健指導

の実施率を12年度に45％、３つ目に、メタボ

リック症候群該当者予備軍の減少率、12年度

にこの８年度に比べて10％減少という３つの

目標を盛り込み、達成を目指すよう指示をし

ております。 

 医療保険者に対しましては、この計画に掲

げた目標値が達成できない場合、後期高齢者

医療制度への支援金を10％の範囲で加算させ

る仕組み、いわゆる増やさせる仕組みが導入

されます。これは2013年度からということに

なっておりますが、そもそも国保加入者は他

の医療保険と比較いたしましても、高齢の加

入者が多く、機械的にランクづけをされます

と、国保は割り増し負担を余儀なくされると

私は思います。病気の早期発見のための健診

が数字を追うことを優先する成果主義の健診

にならないよう、支援金と連動させたペナル

ティーは撤廃させるべきだとこのように思い

ます。 

 これらを内容とした本予算には反対であり

ます。 

○議長（北川嘉明） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 原案反対の方の発言を

許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第20号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第20号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第21号平成20年度兵庫

県太子町介護保険特別会計予算について、こ

れから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第21号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第21号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第22号平成20年度兵庫

県太子町老人保健特別会計予算について、こ

れから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第22号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第22号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第23号平成20年度兵庫

県太子町後期高齢者医療特別会計予算につい

て、これから委員長報告に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 本予算につきましても、質

疑等で申し述べましてきたとおりであります

が、特に高齢者に対する扱いの問題として改

めて主張しておきますが、地方自治法の住民

福祉の問題とあわせて老人福祉法の中でも老

人の福祉に関する原理を明らかにするととも

に、老人に対してその心身の健康の保持及び

生活の安定のために必要な措置を講じ、もっ

て老人の福祉を図ることを目的とする。ま

た、基本理念には、老人は多年にわたり社会

の進展に寄与してきたものとして、かつ豊富

な知識と経験を有する者として敬愛されると

ともに、生きがいを持てる健全で安らかな生

活を保障するものとするという、いわゆる老

人福祉法の、また老人を敬う、そういう姿勢

でつくられた法律があるわけでありますが、

それとあわせて地方自治法も住民福祉の増進

ということで位置づけております。これらに

反する後期高齢者医療制度でありますし、そ

の会計であります。 

 先に後期高齢者の医療に関する条例並びに

国保会計予算の反対討論で述べました内容に

つきましてはここで繰り返すことを省略いた

しますが、この理由によって反対するもので

あります。 

 ただ、今述べました反対討論につけ加えた

いのは、特定健診、特定保健指導が後期高齢

者と規定する75歳以上の町民に適用されない

というものであります。これは連合の方で実

施をするということになりますが、町民であ

りますし、本来ですと病気の場合には早期発

見、早期治療によって高齢者も差別なく施策

が実施される、こういう必要性があることを

主張して、本会計の予算に反対討論といたし

ます。 

○議長（北川嘉明） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 原案反対の方の発言を

許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第23号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第23号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第24号平成20年度兵庫

県太子町墓園事業特別会計予算について、こ

れから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第24号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（北川嘉明） 挙手全員です。したが

って、議案第24号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１９ 議案第２５号 平成２０年 

        度兵庫県太子町下水道事業 

        特別会計予算 

  日程第２０ 議案第２６号 平成２０年 

        度兵庫県太子町前処理場事 

        業特別会計予算 

  日程第２１ 議案第２７号 平成２０年 

        度兵庫県太子町水道事業会 

        計予算 

○議長（北川嘉明） 日程第19、議案第25号

平成20年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

予算から日程第21、議案第27号平成20年度兵

庫県太子町水道事業会計予算までを一括議題

とします。 

 上程中の議案３件については、所管の経済

建設常任委員会に付託して、休会中にご審査

いただいておりますので、これから上程中の

議案に対する委員会の審査報告を求めます。 

 経済建設常任委員会委員長長谷川原司議

員。 

○長谷川原司議員 報告させていただきま

す。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。審査した事件、議案番号、議案第

25号。付託年月日、平成20年３月10日。件

名、平成20年度兵庫県太子町下水道事業特別

会計予算。審査結果、可決すべきもの。少数

意見の留保、なし。２、審査年月日、平成

20年３月13日（木）午前10時より午後４時

50分。３、審査経過及び結果、(1)審査経過

は別紙のとおり。(2)審査結果は賛成多数に

より可決すべきものと決した。 

 上田委員より、本会議において反対討論を

行うので、委員会での討論は留保するとの発

言がありました。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

26号。付託年月日、平成20年３月10日。件

名、平成20年度兵庫県太子町前処理場事業特

別会計予算。審査結果、可決すべきもの。少

数意見の留保、なし。２、審査年月日、平成

20年３月13日（木）午前10時より午後４時

50分。３、審査経過及び結果、(1)審査経過

は別紙のとおり。(2)審査結果は賛成多数に

より可決すべきものと決した。 

 上田委員より、本会議において反対討論を

行うので、委員会での討論は保留するとの発

言がありました。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

27号。付託年月日、平成20年３月10日。件

名、平成20年度兵庫県太子町水道事業会計予

算。審査結果、可決すべきもの。少数意見の

留保、なし。２、審査年月日、平成20年３月

13日（木）午前10時より午後４時50分。３、

審査経過及び結果、(1)審査経過は別紙のと

おり。(2)審査結果は賛成多数により可決す

べきものと決した。 

 上田委員より、本会議において反対討論を
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行うので、委員会での討論は保留するとの発

言がありました。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 以上で経済建設常任委

員会委員長長谷川原司議員の報告は終わりま

した。 

 これから委員長報告に対する質疑、討論、

採決を行います。 

 方法については、議事の都合によって１議

案ごとに行います。 

 まず、上程中の議案第25号平成20年度兵庫

県太子町下水道事業特別会計予算について、

これから委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 まず３つ、私の反対の中身

が見えますので、一遍に申し上げたいと思い

ます。 

 まず、審査の中で分かってきたことは、無

駄遣いといいますかロスが多い。無理ないと

思うんですよ。私は18で高校出てから仕事に

入りまして、家の仕事ですけれども、以来

50年間事業に取り組んできたわけですけれど

も、それでもまだ奥深い、事業というのは。

それがはっきり言うて西も東も失礼ながら分

からんような人がこれだけの金を使っとった

らロスが出るのは当たり前だと思うんです。

まして人の金ですからね、自分の懐の金やな

いですから。 

 それを審査する議員も失礼ながら事業とい

うのが分かってない方が審査するわけですわ

ね。そうすると、ええかげんなことになって

しまういうのはやむを得んかなとは思いま

す。 

 しかし、それじゃちょっとまずいんで、こ

の３つのそれぞれの特別会計についてはもっ

と真摯に当局も勉強してほしい。分からなん

だらコンサルでもだれでもいいから勉強して

ください。丸投げでしてまうんやなしに自分

らで勉強してほしいと思います。 

 相手の会社、決算書とか貸借対照表を見

て、その会社の内容が分かりますか。多分分

からんと思いますよ。東京都のあの銀行があ

んなお粗末なこと言うとるんやから、まして

それは無理ないと思うんですけども、しかし

それにしたってちょっと私は、この３つの会

計というのは、これだけ町の財政が皆さん苦

しい、苦しいというて危機的状態のようなこ

とをおっしゃとる割には割とのん気に構えて

無駄なところが多いんで、そういう意味で、

もっと勉強してもらうという意味合いも込め

て、私はこの３つには反対をしたいと思いま

す。 

○議長（北川嘉明） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ただいま上田議員の方か

ら、これから３つの会計については反対とい

うことでございましたけれども、本当に経営

という点でのことが大事であります。 

 私はこの質疑でも指摘をしてまいりました

ように、この中でも負担金並びに使用料の過

年度分の収納に万全を期するべきであります

し、その収納については目標を数値的に明ら

かにして取り組む必要があると考えます。 

 あわせまして本会計の主要な歳入である使

用料につながる水洗化率の一層の引き上げに

取り組み、委託についても委託ありきではな

くて、内部対応に努め、経費の節減を図るべ

きだと思います。 

 また、起債の借りかえ、繰上償還が会計に

膨大な負担を課しているわけでありますか

ら、その負担を軽減することが肝要でありま

して、一般会計でも言いましたように、財源

の許す限り、一層借りかえ並びに繰上償還を
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実施するべきであると、こう思います。 

 そして、何よりも無駄につながり、高値落

札につながっている要因を再三指摘をしてお

るわけでありますが、委託料、工事請負費に

つきまして、本会計でも委託料の総額は

1,962万4,000円、工事請負費は、全体として

は事業が一定一段落したために少なくはなっ

ておりますけれども、工事請負費も6,300万

円ということであります。 

 この件についても一般会計で言いましたよ

うに、個々の事務事業の積算根拠を示さずに

予算を白紙委任にしてほしいと、こういうこ

とを求めていることになるわけであります。

これは断じて容認することはできません。 

 この意見を述べまして、本会計予算に反対

といたします。 

○議長（北川嘉明） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 原案反対の方の発言を

許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第25号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第25号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第26号平成20年度兵庫

県太子町前処理場事業特別会計予算につい

て、これから委員長報告に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 前処理場事業特別会計につ

きまして反対討論を行います。 

 この件につきましても、質疑でも主張して

まいりましたように、前処理場で処理してい

る水量は月平均4,800トンと、料金は三者協

定と称しましてトン当たり210円で、合計料

金としましては1,200万円というようなこと

で計上をされているわけでありますが、これ

は会計に占める割合というのはわずかに

10.13％であります。しかも、この使用料は

揖保川流域下水道維持管理負担金の8,805万

円、合計ですよ、案分して、を賄う程度だ

と、このように考えます。 

 さらに、揖保川流域下水道の建設負担金で

あります兵庫西流域下水道汚泥処理事業の償

還及び建設負担金、これは下水道会計との案

分で、ここに計上されておるのは933万

8,000円でありますが、これらについても住

民の貴重な血税で賄うことは断じて許すこと

はできません。 

 国民健康保険への繰出金でも言いましたよ

うに、ここへの繰り出しはどぶへ捨てるよう

なものであります。これをただしますと水質

保全に貢献しているかのように言っておりま

すが、前々処理を代替している程度でありま

すし、今も現実にそうだと思います。前々処

理を各企業に義務づけることを先行させなか

った行政責任は重大であります。前々処理施

設整備の設置に対しまして一定の助成を行

う、その稼働を義務づけ、前処理を今のこの

処理場を中止すると、こういうことこそ今求

められることであろうと思います。 

 さらに、委託料の5,992万円であります

が、金額明示がないのは、これについても白

紙委任を求めるものでありまして、容認する

ことはできません。 

 以上の意見を述べまして、本予算への反対
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討論といたします。 

○議長（北川嘉明） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 原案反対の方の発言を

許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第26号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第26号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第27号平成20年度兵庫

県太子町水道事業会計予算について、これか

ら委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 本水道事業会計予算につき

ましても質疑で言いましたような経過がある

わけであります。これは料金を平均で

34.36％引き上げた内容の予算であると思い

ます。 

 主な理由としては、さらにこれらを生み出

した要因には工場用の需要予測の見込み違

い、そのために投資したものを考え合わせて

みますと大変なことになると思います。この

責任が明確にされていないこと、さらにはク

リプト対策で手法の選択によって多大の債務

をしたこと、また本予算におきましても、委

託工事請負等で積算根拠が示されていないも

のについては白紙委任を求めるものであり、

許すことができません。 

 そして、本会計の中で高い水を買って安く

売るという仕組み、いわゆる県水受水が会計

を圧迫していることは紛れもない事実であり

ます。これの受水は町の判断で本来対応すべ

きでありますし、これらの制限を加えること

によって経営の安定化と住民負担の軽減につ

ながるものと考えます。 

 以上の理由を述べまして、本予算への反対

討論といたします。 

○議長（北川嘉明） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第27号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第27号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２２ 議案第３０号 太子町国民 

        健康保険税条例の一部を改 

        正する条例の制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第22、議案第30号

太子町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 
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○議長（北川嘉明） 本案について提案理由

の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 本日、追加で提案しま

した議案第30号太子町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の制定について提案説明

を申し上げます。 

 健康保険法等の一部を改正する法律が平成

18年６月21日に公布され、本年４月から後期

高齢者医療制度が発足し、75歳以上の方は後

期高齢者医療制度による保険料を納めていた

だくことになります。 

 75歳以上の方が会社の健康保険などの被用

者保険から後期高齢者医療制度に移行するこ

とにより、その扶養家族である65歳以上、

75歳未満の被扶養者の方が新たに国民健康保

険に加入することになる場合は、申請により

２年間は保険税の一部を減免する条文の追加

が主なる改正でございます。これは被扶養者

であった期間に保険料を賦課されていなかっ

た方が国保の被保険者となったことで保険税

を負担することになるための緩和措置でござ

います。 

 施行日についてでございますが、平成20年

４月１日からの施行とすることとしておりま

す。 

 詳細につきましては、副町長より説明を申

し上げますので、よろしくご審議を賜り、原

案のとおり議決いただきますようお願い申し

上げ、提案説明とさせていただきます。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど上程されまし

た議案第30号太子町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の制定について詳細説明を

申し上げます。 

 第21条第１項第２号は、議案第29号で５割

軽減の判定には、後期高齢者医療制度に移行

した者の所得及び人数を含めるよう改正して

おりますが、後期高齢者医療制度に移行した

者が納税義務者である場合には、その所得及

び人数を含めないとする字句の追加でござい

ます。 

 第27条は、75歳以上の方が会社の健康保険

などの被用者保険から後期高齢者医療制度に

移行することにより、その扶養家族である

65歳以上75歳未満の被扶養者の方が新たに国

民健康保険に加入することになる場合は、申

請により２年間は保険税の一部を減免する条

文の追加でございます。 

 減免の内容は、旧被扶養者に係る所得割額

及び資産割額は、所得、資産にかかわらず全

額減免する。 

 ②７割、５割軽減に該当する場合を除き、

旧被扶養者に係る被保険者均等割額を半額と

する。 

 ③７割、５割軽減に該当する場合を除き、

旧被扶養者のみで構成される世帯について、

世帯別平等割額を半額とする、この３点でご

ざいます。 

 申請により減免を行うものでございます

が、加入手続等において漏れなく対応したい

と考えております。 

 附則第６項及び第７項は、地方税法の改正

に伴う条文の整理でございます。今回上程す

る改正案についても、議案第29号と同様に地

方税法等の一部を改正する法律案が国会審議

中であり、関連する政省令についても未公布

であるため、今後の国会の審議状況によって

は細微や字句に変更が生じることがございま

す。よろしくご審議を賜り、原案のとおりご

議決いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（北川嘉明） 提案理由の説明が終わ

りました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私はこれまでにもこの後期

高齢者の関係で言ってまいりましたが、あく

までもこういう保険に加入しているところか

ら異動の場合に、当然負担が一挙にかぶさっ

てくる、こういうことでありますが、あくま

で一時的に凍結、いわゆる施行を延ばすとい

うだけでありまして、実際にはその時期が来

たらいわゆる本則に戻していくと、こういう
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ようなことであります。 

 今、国会で提案されておりますような本後

期高齢者医療に係る中止・廃止法案が可決す

ることを私は期待しておるわけであります

が、やはり一時いわゆる一般的に言えば激変

緩和というようなことと同じことであります

から、凍結はあくまで解けるわけでありまし

て、これらのことが今後もこれが施行されて

いく場合のことを私は今言っておるんですけ

れども、今後においてもこれらの人たちとい

うのは、今まで負担をしていなかったものが

負担をすることになるわけですから、一定の

措置が必要かと思いますけれども、それに対

する対応について説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） このたびの減

免につきましては、政府の方から来た措置が

講じられるということでの条例減免でござい

ます。それぞれ国民健康保険保険者での判断

によるというところでございますけれども、

やはり後期高齢者医療の方でも類似の措置が

とられておりますので、こうした国の示した

内容でもって減免措置をとっていくというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私が言いよるのは、何回も

言っておりますように、後期高齢者のうば捨

て山で死ねというのと一緒だと、こういうよ

うなことの中でこれらのことが今まで全く負

担せんで済んだ人たちに賦課するだけですか

ら、そういうことはやめるということも大事

なわけですから、今施行された場合のいわゆ

る先延ばしはごまかしです。これを導入して

いく上でのごまかしだから、このごまかしを

そうでないように運営をするということが大

事ではないかと言うとるわけです。 

 それで、これの対象となるべきものは、後

の予算でも出てくるかもしれませんが、何人

でしたかいね。あわせて説明願います。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 制度につきま

しては、やはり国の方で法律でもって決めら

れた制度でございますので、私からはその法

にのっとった施行ということで実施の方を円

滑に行いたいというふうに思います。 

 今、人数のお尋ねがございましたんです

が、はっきりした人数というのがなかなか今

の段階では出てまいりません。年度が変わり

まして４月に社会保険診療報酬支払基金の方

からの情報によりましてあらかた定まってく

るんではないかと思いますが、国が試算をし

ております人数から本町の規模に当てはめて

みての推定でございますけれども、一応税務

課の方からは20名程度ではないかという数字

を伺っております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第30号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、議案第30号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

 委員会開催のため、暫時休憩します。 

（休憩 午後６時10分） 

（再開 午後６時50分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 太子町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とします。 

 上程中の議案については、所管の福祉文教

常任委員会に付託して、休会中にご審査いた

だいておりますので、これから上程中の議案

に対する委員会の審査報告を求めます。 

 福祉文教常任委員会委員長熊谷直行議員。 
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○熊谷直行議員 委員会審査報告書を読み上

げまして、報告にかえさせていただきます。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 記。１、審査した事件、議案番号、議案第

30号。付託年月日、平成20年３月26日。件

名、太子町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定について。審査結果、可決す

べきもの。少数意見の留保、なし。２、審査

年月日、平成20年３月26日（水）午後６時

15分から午後６時25分。３、審査経過及び結

果、(1)審査経過は別紙のとおり。別紙のと

おりとなっておりますけども、まだ作成に間

に合ってませんので、後日配付させていただ

きたいと思います。(2)審査結果は全員賛成

により可決すべきものと決しました。 

 以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 以上で福祉文教常任委

員会委員長熊谷直行議員の報告は終わりまし

た。 

 これから委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第30号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第30号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２３ 議案第３１号 平成１９年 

        度兵庫県太子町国民健康保 

        険特別会計補正予算（第４ 

        号） 

○議長（北川嘉明） 日程第23、議案第31号

平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）を議題とします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について提案理由

の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 議案第31号平成19年度

兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）について提案説明を申し上げま

す。 

 70歳から74歳の医療費自己負担額の増を凍

結するためのシステム改修費用については既

に議決をいただいておりますが、このシステ

ム改修費用について補正予算作成時には、国

からの補正の情報が把握できませんでした。

国より３月10日付で補助率10分の10の高齢者

医療制度円滑導入事業費補助金の内示通知が

あり、この補助金を受けるに当たり、予算書

の抄本が必要となりますので、このたび補正

をお願いするものであります。 

 具体的には、歳入において、款国庫支出

金、項国庫補助金、目高齢者医療制度円滑導

入事業費補助金を55万8,000円追加すること

に伴い、款繰入金、項基金繰入金、目財政調

整基金繰入金55万8,000円を減額するもので

あります。 

 歳出においては、款総務費、項総務管理

費、目一般管理費について補助金の交付によ

る財源組み替えを行うものであります。 

 歳入歳出予算の総額は28億8,683万1,000円

のままで変更はございません。よろしくご審

議を賜り、原案のとおり議決いただきますよ

うお願い申し上げ、提案説明とさせていただ

きます。 

○議長（北川嘉明） 提案理由の説明が終わ

りました。 

 これから質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 資料でも、またただいま提

案説明がありますように、本制度は後期高齢

者医療制度に円滑に導入する事業補助金とい

うことで、なぜこれ、先ほども説明がありま

すように、10分の10ではありますが、だれか

が喜ぶ思うて、またここでごまかそうという

ことがありありと見えるわけですけども、円

滑導入と言うたら何ですかね。一遍説明して

くれますか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 事業名の名前

についてのお尋ねかと思うんですが、中身に

つきましては、70歳から74歳の高齢者に対す

る医療費自己負担増の凍結措置に係るもので

ございます。そういった意味での事業名とい

うことでご理解をいただきたいというふうに

思います。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 いや、それでだれか分かる

かな。円滑導入ですよ。何で円滑導入なの。

それで、いろいろ言い出した。私が言いよる

のは、先ほど説明があるように、国の方が政

府がとにかくこれを何とか入れさせようとい

うことで、負担が急に増えたらあかんからと

言うとるだけでしょう。円滑導入というたら

そういうことちゃうんかいな。何で円滑導入

なんや。それ聞いとるんやがね。円滑導入と

いうたら何ですかと、何のためですかと。意

味分かりますか。 

 これ何も言わなんだら、円滑導入も何もな

しにすっと行こうとしとったんやで。それ

で、だからさっきの条例でも言いますよう

に、２年間の措置を講じることによって、通

常で言えば激変緩和というような形になった

りするような性格のもので、ごまかしですや

ん。ごまかし以外何物もないやない。何で円

滑導入と言うんや。それ聞きよるんですよ。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 事業名にまつ

わることなんですが、先ほど申しましたよう

に、自己負担増の凍結措置に伴いますところ

のシステムの改修という事業の内容でござい

ますので、そういった意味で円滑にこの制度

を持っていくというところでの事業でござい

ます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私頭悪いんで分かれへんの

や。何で円滑なんや。それで、10分の10も出

して。ほかのことやったらみんな切りちゃん

ちゃこにしといて、何でこないことするんや

と、皆をごまかすために何物もないんやない

かと私思うんですよ。 

 こういうふうにして入れてしまったら、後

は野となれ山となれで、この制度を使って、

先ほど来言ってるような国保からも、また後

期高齢者と言われる75歳以上の人に対して

は、少なくとも医療費がかさむごとに保険が

２年ごとに改正されて引き上げられる。もう

引き上げマシンみたいなものを円滑に導入し

てもろたら困るんや、本来は。住民からいう

たらね。私それ言いよるんや、何で円滑なん

ですと。ごまかしに乗るわけにいきませんか

ら聞きよるんですよ。違いますか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 負担増の凍結

に係る一連のシステムの改修を初めとした事

業でございますので、そういった意味合いで

国の方からもこういった円滑導入事業という

名称でもっての事業名がついておるというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 討論なしと認めます。 

 これから議案第31号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 
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 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（北川嘉明） 挙手多数です。したが

って、議案第31号は可決されました。 

 ここで暫時休憩します。 

（休憩 午後７時03分） 

（再開 午後９時00分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２４ 意見書案第２号 割賦販売 

        法の改正を求める意見書の 

        提出について 

○議長（北川嘉明） 日程第24、意見書案第

２号割賦販売法の改正を求める意見書の提出

についてを議題とします。 

 職員に意見書案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について趣旨説明

を求めます。 

 発議者を代表して熊谷直行議員。 

○熊谷直行議員 割賦販売法の改正を求める

意見書（案）を読み上げまして、提案にかえ

させていただきます。 

 割賦販売法の改正を求める意見書（案）。 

 近年、高齢者に対する寝具、住宅のリフォ

ーム工事など、次々の販売被害や呉服等の展

示会商法など、クレジットを利用した悪質商

法による被害が全国で多発し、ついには多額

の債務に追われた消費者がみずからの命を絶

つ深刻なケースすら発生している。 

 こうした被害が発生する要因として、クレ

ジット販売は、販売事業者が消費者の資力等

を考慮せずに勧誘、販売を行える構造的な危

険性を有している仕組みにあり、割賦販売法

も被害防止に向けた対応がなされていないこ

とが上げられる。また、クレジットを利用し

た消費者被害の未然防止または拡大防止のた

め、これまでにも多くの通達が出されてきた

が、余り効果は見られない。 

 よって、国におかれては、クレジットを利

用した悪質商法の被害防止と消費者の被害回

復のため、割賦販売法を改正し、下記事項に

ついて措置を講じられるよう強く要望する。 

 記。１、クレジット事業者は、販売事業者

とともに既払い金返還を含む無過失共同責任

を負うものとすること。 

 ２、クレジット事業者は、悪質な勧誘販売

行為を助長するような不適正な与信を防止す

る義務を負うものとすること。 

 ３、クレジット事業者は、過剰与信を防止

するための調査義務等を負うものとするこ

と。 

 ４、契約書型クレジットについて、カード

式の場合と同様の開業規制を設けること。 

 ５、指定商品制及び割賦要件を原則廃止す

ること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。 

 平成20年３月26日。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総

理大臣、産業経済大臣。 

 兵庫県揖保郡太子町議会議長北川嘉明。 

 以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 趣旨説明が終わりまし

た。 

 お諮りします。 

 本案については議事の順序を省略し、これ

から直ちに採決を行いたいと思います。ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、直ちに採決を行います。 

 これから意見書案第２号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、意見書案第２号は原案のとおり

可決されました。 

 続いて、お諮りします。 

 ただいま可決されました意見書の取り扱い

については議長にご一任いただきたいと思い
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ます。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、そのように決定しました。 

 ただいま意見書案第３号は提出されまし

た。 

 これを日程に追加し、追加日程第２として

議題にしたいと思います。ご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

意見書案第３号を日程に追加し、追加日程第

２として議題とすることに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第２ 意見書案第３号 後期高 

         齢者医療制度の中止・廃 

         止を求める意見書の提出 

         について 

○議長（北川嘉明） 追加日程第２、意見書

案第３号後期高齢者医療制度の中止・廃止を

求める意見書の提出についてを議題としま

す。 

 職員に意見書案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について趣旨説明

を求めます。 

 発議者を代表して桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 長時間になっておる中を恐

縮ですが、ただいま上程されました意見書案

を朗読して提案にかえさせていただきますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 先に全協で相談をした経過なんですが、読

み上げて提案といたします。 

 後期高齢者医療制度の中止・廃止を求める

意見書（案）。 

 政府は、この４月から75歳以上の高齢者を

対象に後期高齢者医療制度を創設するととも

に、70歳から74歳までの窓口負担を２割に引

き上げる内容になっています。この制度は専

ら医療費削減を目的としたもので、高齢者へ

の過酷な負担と医療内容を制限することが大

きな特徴です。 

 具体的には、①現在扶養家族となっていて

保険料を負担していない人も含め75歳以上の

すべての人から保険料を取り立てること、②

年金から保険料を天引きすること、③保険料

を払えない人から保険証を取り上げること、

④受けられる医療を制限し差別する別立て診

療報酬を設けることです。 

 これに対してまさにうば捨て山ではないか

との怒りの声が上がり、国会においても４月

に制度が始まってから見直すでは遅い。直ち

に制度の４月実施を中止・廃止すべきだとし

て中止・廃止案が提出されている。そもそも

病気になりがちな高齢者については、長年の

社会貢献にふさわしく、高齢者が支払える範

囲で十分な医療が受けられるようにすべきで

す。したがって、後期高齢者医療制度は４月

からの実施を中止し、廃止すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。 

 平成20年３月26日。 

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣官

房長官。 

 太子町議会議長北川嘉明。 

 よろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 趣旨説明が終わりまし

た。 

 お諮りします。 

 本案については議事の順序を省略し、これ

から直ちに採決を行いたいと思います。ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、直ちに採決を行います。 

 これから意見書案第２号を採決します。 

 本案は意見書のとおり決定することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、意見書案第３号は原案のとおり

可決されました。 

 続いて、お諮りします。 
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 ただいま可決されました意見書の取り扱い

については議長にご一任いただきたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、そのように決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２５ 常任委員会等の閉会中の所 

        管事務調査及び活動につい 

        て 

○議長（北川嘉明） 日程第25、常任委員会

等の閉会中の所管事務調査及び活動について

を議題とします。 

 各常任委員会及び議会運営委員会の所管事

務について、それぞれ委員長より会議規則第

75条の規定により、お手許に配りました一覧

表のとおり閉会中の所管事務調査の申し出が

あります。また、議会広報編集委員長から太

子町議会広報の発行に関する条例によって、

閉会中の活動の申し出があります。 

 お諮りします。 

 以上、各委員長から申し出のとおり、閉会

中の所管事務調査及び活動とすることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、各委員長から申し出のとおり、

閉会中の所管事務調査及び活動とすることに

決定しました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成20年第１回太子町議会定例会（第

411回町議会）を閉会します。 

（閉会 午後９時10分） 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

議長あいさつ 

○議長（北川嘉明） 閉会に当たりまして、

一言ごあいさつを申し上げます。 

 今期定例会は、去る２月28日の招集以来、

本日までの28日間の長きにわたる会期でござ

いましたが、その間に審議されました案件

は、一般会計、特別会計、企業会計合わせて

総額151億6,479万1,000円の平成20年度当初

予算を初め、人事案件、各会計の補正予算、

条例の制定、組合規約の変更など多数の重要

案件でございました。 

 議員各位には、この間終始熱心にご審議を

賜り、ここにすべて滞りなく議了することが

できましたことは、町政伸展のためまことに

ご同慶に耐えません。ここに謹んで議員各位

のご精励に対し深く敬意をあらわしますとと

もに、衷心より厚くお礼を申し上げる次第で

ございます。 

 特に、一般会計予算委員会の委員各位に

は、精力的にご審議賜りましたご苦労に対し

まして、重ねて深甚なる敬意と謝意を表する

次第でございます。 

 また、町長を初め、町当局各位におかれま

しては、審議の過程で議員各位から述べられ

ました意見等につきましては、今後の町政執

行に十分反映されますよう強く望むものでご

ざいます。 

 特に、新年度予算の執行に当たりまして

は、厳しい財政環境下ではありますが、“和

のまち太子”の実現に向け、福祉の向上と生

活基盤の充実が図られますとともに、第４次

行政改革大綱が確実に実施できるよう英知を

結集して、改革の効果が上げられますよう強

く望むものでございます。 

 いよいよ春、各地から花の便りが聞かれる

好季節となってまいりましたが、議員各位に

はこの上ともなくご自愛いただきまして、町

政発展のため、なお一層のご精励を賜ります

ようお願い申し上げ、まことに簡単措辞では

ございますが、閉会のあいさつとさせていた

だきます。ありがとうございました。 

 町長。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

町長あいさつ 

○町長（首藤正弘） 平成20年第１回太子町

議会定例会（第411回町議会）を閉会される

に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げ

ます。 

 去る２月28日から開会されました今期定例
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会におきましては、議員各位には、議案が多

数にもかかわらず、本会議並びに各委員会を

通じて慎重にご審議をいただき、そのご労苦

に対し、衷心より敬意と感謝の意を表する次

第でございます。 

 おかげをもちまして、本日をもって平成

20年度予算案並びに各種重要案件につきまし

て滞りなく議了していただきましたことを厚

くお礼申し上げます。 

 なお、審議の中で拝聴いたしましたご意

見、ご指導等につきましては、今後の行財政

運営にでき得る限り反映できますよう努力し

てまいる所存であります。 

 まことにしのぎよい時節となりましたが、

議員各位におかれましては、ご健康に十分ご

留意いただき、町行政のさらなる振興に一層

のご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げまして、定例町議会の閉会に当たりまし

てのごあいさつとさせていただきます。どう

もありがとうございました。 
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